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1 ⽬的と概要 

1.1 ⽬的 

技術⼠制度に関する政府の検討状況として、第 13 期科学技術・学術審議会技術⼠分科会
では、第 12 期に引き続いて、技術⼠資格の活⽤促進・普及拡⼤について議論をしている。⽂部科
学省は公益社団法⼈⽇本技術⼠会と連携して技術⼠制度の周知に向けた様々な活動を実施し
ているところであり、⽇本技術⼠会としても他省庁・関係機関等と、技術⼠資格の活⽤促進・普及
拡⼤のための活動を実施・検討している。 

こうした現状を踏まえ、第 13 期以降も継続して技術⼠制度の活⽤促進・普及拡⼤をさらに進め
るために、技術⼠制度の社会的認知度の向上に加えてインセンティブを⾼める仕組みを検討する必
要がある。 

そこで、技術⼠資格の活⽤に関する潜在的な社会的需要を調査し、現状把握と整理を⾏い、
今後の技術⼠資格の活⽤⽅策及び資格の認知度向上のための広報⼿段の具体化に向けた⼀
助を得ることを⽬的とし、技術⼠制度検討の議論に資することを期待する。 

 

1.2 調査内容 

本調査においては、上記 1.1 における⽬的を達成するため、今後活⽤が想定される調査対象の
識別と現状における活⽤状況、資格認知度の状況を把握するとともに、技術⼠が在籍する団体へ
の聞き取り調査を通じて有⽤な事例を収集し、他の資格における活⽤状況や技術的評価への反
映⽅法に関する事例を収集して技術⼠制度への反映の可能性を検討し、さらに今後の技術⼠資
格の活⽤促進に資する広告⼿法を検討することとしている。具体的には以下の項⽬に関する調査
を実施した。 

（1） 今後活⽤が想定される⺠間企業、公共団体、⾼等教育機関等への調査 

今後の検討に資する可能性のある技術部⾨を 11 部⾨1（船舶・海洋部⾨、航空・宇
宙部⾨、繊維部⾨、⾦属部⾨、資源⼯学部⾨、建設部⾨、農業部⾨、森林部⾨、
⽔産部⾨、⽣物⼯学部⾨、原⼦⼒・放射線部⾨）とし、現状の認知度や活⽤状況
把握のため⽂献やウェブページによる調査を⾏った。 

（2） ⺠間企業、公共団体、⾼等教育機関への聞き取り調査 
前述の 11 部⾨の技術⼠資格保有者が在籍している可能性のある団体を調査し、5 団

 
1 後述の机上調査概要にて、絞り込み⼿法について明記している 



2 

 

体（⺠間企業 2、公共団体 2、⾼等教育機関１）へ聞き取り調査を⾏い、団体内で
の資格の位置づけ、認知度、資格に関わる制度、その他期待事項や課題について意⾒
を聴取した。 

（3） 他の資格や技術⼠制度の活⽤⼿法の調査 
前述の 11 部⾨に関して、技術⼠資格と近い技術分野の資格や、資格取得の際に技
術⼠資格を持っていることで試験が優遇される資格等の関連資格を調査しとりまとめ
た。 

 

2 机上調査 

2.1 調査の⽅法 

机上調査については、今後活⽤が想定される企業、公共団体、⾼等教育機関を「技術⼠が在
籍している⼈数が少ない、またはいないが、競合資格2や優遇資格3を募集している団体」と定義し、
以下の観点で調査部⾨の絞りこみを⾏った。 

図表  1. 調査部⾨絞り込みの観点 

視点 仮説 優先順位 

登録者数 
 登録者数の少ない部⾨は資格活⽤促進及び制度普及が進

んでいない可能性がある 
1 

受験者数 
 受験者数の少ない部⾨は資格活⽤促進及び制度普及が進

んでいない可能性がある 
2 

競合資格数 
 競合資格数の多い部⾨は、競合資格の⽅が技術⼠資格と⽐

較し認知度が⾼い、または取得難易度が低く、技術⼠取得の
メリットが少ない可能性がある 

3 

優遇資格数 
 優遇資格数の多い部⾨は、技術評価における連携が双⽅にて

認知されているため、資格活⽤促進及び制度普及が進んでい
る可能性がある 

4 

前述の観点でデータを集計し、絞り込みを⾏い以下の 11 部⾨（船舶・海洋部⾨、航空・宇宙
部⾨、繊維部⾨、⾦属部⾨、資源⼯学部⾨、建設部⾨、農業部⾨、森林部⾨、⽔産部⾨、⽣
物⼯学部⾨、原⼦⼒・放射線部⾨）を調査対象部⾨とした。 

 
2 技術⼠資格の公的活⽤推進に向けたアンケート結果にて回答のあった技術⼠と近しい分野の資格 
3 技術⼠を取得、または試験合格者が受験した際に科⽬免除等の⼀定の優遇のある資格 
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建設部⾨に関しては既に活⽤が進んでいる部⾨とみなし、好事例収集のために調査対象とし、
農業部⾨、森林部⾨、⽔産部⾨に関しては地域性の特徴を把握できる可能性があるため調査対
象とした。 

図表  2. 調査部⾨絞り込み結果4 

部⾨ 
登録者数 
(3 年平均) 

受験者数 
(3 年平均) 

競合資格数 優遇資格数 
調査対象 

部⾨ 

機械 6,672 839 0 10  

船舶・海洋 226 14 2 5 ● 

航空・宇宙 262 40 2 5 ● 

電気電⼦ 6,432 1,028 8 11  

化学 1,765 131 2 10  

繊維 828 33 3 4 ● 

⾦属 1,554 82 2 5 ● 

資源⼯学 497 22 0 5 ● 

建設 55,847 13,217 2 13 ●*15 

上下⽔道 7,918 1,458 2 14  

衛⽣⼯学 3,449 455 0 13  

農業 5,423 807 8 10 ●*26 

森林 1,711 273 1 7 ●*2 

⽔産 801 99 5 5 ●*2 

経営⼯学 2,079 195 5 6  

情報⼯学 2,371 408 3 5  

応⽤理学 4,837 578 4 6  

 
4 選定基準「登録者数：2,000 ⼈以下、受験者数：200 ⼈以下、競合資格数：４つ以上、優遇資格数：５つ以下」 
5 *1 好事例収集のため調査 
6 *2 地域性要件のため調査 
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⽣物⼯学 340 33 5 4 ● 

環境 2,293 408 1 5  

原⼦⼒・放射線 563 58 8 9 ● 

総合技術監理 16,981 2,625 0 6  

 

上述の 11 部⾨に関して、⺠間企業、公共団体、⾼等教育機関の 3 つに分け、「技術⼠資格
の認知度・理解度」、「技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題」、について団体のホームページや採⽤情報、
ウェブ上の記事、論⽂、調査レポート等を参考に詳細を取りまとめた。また各部⾨の競合資格につい
ても取りまとめている。 

 

2.2 対象の技術部⾨ 

 調査対象の技術部⾨は、図表２における調査対象部⾨に⽰す通り。 

2.3 詳細調査結果 
2.3.1 船舶・海洋部⾨ 

2.3.1.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 
技術⼠資格の認知度・理解度 
⺠間企業では、⼤⼿重⼯業において技術⼠資格は名誉職としてのイメージが強く、取得者が特

定の業務に直接携わるわけではない。資格取得のための補助制度はないものの、研修⽀援は⾏わ
れており、社内技術解説の執筆などを通じて⼀定の認知度は保たれている。造船を主⼒とする企
業や中⼩企業については技術⼠船舶・海洋部⾨に関する情報は識別されなかったことから、認知
度やメリットが限定的な場合もあると考えられる。 [川崎重⼯業, 2020] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

船舶・海洋部⾨の⺠間企業では、グローバル化や環境規制強化を背景に、CO2 削減やデジタル
化、次世代燃料対応など多様な技術者ニーズが⾼まっている。⼤⼿重⼯業では技術⼠の活⽤が
⾒られる⼀⽅、造船を主⼒とする造船会社では技術⼠活⽤の事例は⾒られなかった。 [公益財団
法⼈⽇本海事センター, 2025] 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

船舶・海洋部⾨では、造船や海洋研究のスペシャリストとして設計・建造、資源開発、運航コン
サルティング、環境対応など多様な分野で活躍が期待され、企業の信頼性や競争⼒向上にも寄
与している。 
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⺠間企業の育成事例としては、技術⼠資格取得の推進と⼈材育成が積極的に展開されてい
る。社内でのパンフレット作成、階層別教育や説明会の実施、取得⽀援教育の充実など、組織的
な取り組みがなされているほか、第⼀次試験・第⼆次試験それぞれに対応した教育プログラムも整
備されている。具体的には、第⼀次試験対策講座、第⼆次試験ガイダンス、論⽂作成講座、⼝頭
試験講座など段階的な⽀援体制が⽤意されており、受験者の意欲向上や管理者層からの指導も
重視されている。こうした計画的な資格取得⽀援により、技術⼠の育成と組織内での活躍が促進
されている。 [三菱重⼯業, 2006] 

2.3.1.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

机上調査では、公共団体における技術⼠船舶・海洋部⾨資格者の具体的な活躍情報はほと
んど⾒当たらなかった。港湾部や国交省関連機関で船舶・海洋分野に関する資格は重要視されて
いるものの、現場での実務事例や⼈材確保の動機付けについては情報が不⾜している状況である。   

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題   

海上技術安全研究所が発⾏する技術情報の寄稿者の中には、技術⼠船舶・海洋部⾨資格
保有者が確認できた。これにより、公共団体においても技術⼠の専⾨知識が研究活動や政策⽴
案などで活⽤されている可能性が⽰唆される。 [海上技術安全研究所, 2005]  

⼀⽅、⼀般競争⼊札の資格要件として、例えばダム統合管理事務所が管理する船舶について
定期的な点検・整備を実施する案件に技術⼠船舶・海洋部⾨の保有が求められる事例もあるが、
このような⼊札要件は多くなく、実際の活⽤機会は限定的である。 [⼊札公告, 2025] 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待   

船舶・海洋部⾨の技術⼠は、公共団体において海洋交通、港湾整備、海洋インフラ構築などの
分野で活⽤が期待される。計画⽴案や調査設計、防災対策、地域創⽣事業など、現場課題の
解決に向けた専⾨⼈材として今後の貢献が⾒込まれる。   

2.3.1.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度   

机上調査では、⾼等教育機関における技術⼠船舶・海洋部⾨に関する具体的な情報は⾒当
たらなかった。船舶や海洋分野に関する学問を扱う⼤学は複数存在し、船舶の運動性能や推進
性能など、技術⼠船舶・海洋部⾨と共通する研究領域も多い。 [九州⼤学⼯学部, ⽇付不明] 
[東京海洋⼤学海洋⼯学部, ⽇付不明]しかし、取得可能資格としては海技⼠が挙げられ、技術
⼠の認知度は⾼くないと思われる。 
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技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題   

現在、⼤学の船舶海洋系学部において認定されている JABEE7認定プログラムはなく、取得可能
資格にも技術⼠船舶・海洋部⾨は含まれていない。そのため、理論と実務の接続や産業界ニーズへ
の対応⼒強化が課題となっている。技術⼠資格への具体的なキャリアパス形成には⼗分な制度設
計が求められる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待   

船舶・海洋分野の学部に JABEE 認定を受けることで、若い⼈材が技術⼠船舶・海洋部⾨に興
味を持つきっかけになると考えられる。制度的な後押しがあれば、より多くの学⽣が技術⼠資格への
関⼼を⾼め、社会の要請に応える⼈材として活躍できる可能性が広がる。 

 
2.3.1.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤して

いるかについて 
技術⼠船舶・海洋部⾨は、造船や海洋構造物の設計・建造、技術開発のスペシャリストとして

⾼く評価されている。⼀⽅、船舶関連の国家資格として海技⼠が存在し、両者の業務領域には⼀
部重複がみられる。技術⼠は主に設計・開発・技術監理・コンサルティングなど、技術開発や⾼度
な専⾨知識を要する分野で活躍し、プロジェクト推進や技術的裏付けの役割を担っている。⼀⽅、
海技⼠は船舶の運航や機関操作、現場の安全管理など、現場実務分野で不可⽋な存在となっ
ている。そのため、設計や技術開発を志向する場合は技術⼠、運航や現場管理を⽬指す場合は
海技⼠と、キャリアパスや業務範囲が明確に分かれている。 [国⼟交通省海技⼠, ⽇付不明] 

2.3.2 航空・宇宙部⾨ 

2.3.2.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

⺠間企業において、⼤⼿重⼯業では技術⼠の活躍が確認される⼀⽅、航空機製造を主⼒とす
る企業では技術⼠に関する情報は⾒受けられなかった。しかし、航空機製造の業務や技術内容は
技術⼠航空・宇宙部⾨と密接に関係しており、今後、技術⼠資格者が活躍する可能性は⼗分に
あると考えられる。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

 
7 ⽇本技術者教育認定機構 
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⺠間企業において、⽇本の⾼い技術⼒を活かした航空機部品の開発・製造や、未開領域であ
る宇宙ビジネス分野での技術者の活⽤ニーズが⾼まっている。 [科学技術振興機構, 2016] 

しかし、技術⼠航空・宇宙部⾨に関する情報は乏しく、企業現場での認知度の低さが⼤きな課
題であると考えられる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

技術⼠航空・宇宙部⾨の資格保有者は、航空機や⼈⼯衛星の設計・開発における技術リーダ
ーやプロジェクトマネージャー、AI や新素材を活⽤した⾰新的モノづくり、国際共同開発や規格対
応、品質管理、技術コンサルティングなど幅広い場⾯での活躍が期待される。 

2.3.2.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

公共団体において、机上調査では技術⼠航空・宇宙部⾨を活⽤している事例は⾒当たらなかっ
た。JAXA8のような航空宇宙関連業務を⾏う団体はあるものの、技術⼠航空・宇宙部⾨⾃体の認
知度は現時点では限定的である。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⽇本政府は宇宙基本計画（令和 5 年 6 ⽉改定）で、2030 年代早期に市場規模を 8.0 兆
円へ拡⼤する⽬標を掲げており、⼈⼯衛星・ロケット産業の国際競争⼒強化や宇宙ソリューション
産業振興に取り組んでいる。今後、技術⼠資格者の活躍の場はさらに広がることが期待される。 
[経済産業省宇宙産業, ⽇付不明] 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

地⽅公共団体において技術⼠航空・宇宙部⾨の活⽤が期待される場⾯としては、ロケット発射
場の整備・安全審査、衛星データを活⽤した防災・農業⽀援、スマートシティやデジタルインフラ整
備、再⽣可能エネルギー事業の設計・運⽤などが挙げられる。また、国際共同プロジェクトや地域産
業振興、ベンチャー⽀援など、専⾨的知⾒を活かした政策⽴案や事業推進にも貢献できる。 

2.3.2.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

⾼等教育機関において、机上調査では技術⼠航空・宇宙部⾨に関する具体的な情報は確認
できなかった。⼀⽅で、航空宇宙⼯学を学ぶ⼤学は存在するものの、ABEE 認定プログラムは他の

 
8 宇宙航空研究開発機構 
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分野のプログラムに包含されているため技術⼠航空・宇宙部⾨⾃体の認知度は⾼等教育機関では
⼗分に浸透していないと考えられる。 [名古屋⼤学, ⽇付不明] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

JABEE 認定プログラムは他の分野のプログラムに包含されており、取得可能資格にも技術⼠航
空・宇宙部⾨は含まれていない。そのため、理論と実務の接続や産業界ニーズへの対応⼒強化が
課題となっている。技術⼠資格への具体的なキャリアパス形成には⼗分な制度設計が求められる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待   

航空宇宙分野の学部にて JABEE 認定プログラムを受けることで、若い⼈材が技術⼠航空・宇宙
部⾨に興味を持つきっかけになると考えられる。制度的な後押しがあれば、より多くの学⽣が技術⼠
資格への関⼼を⾼め、社会の要請に応える⼈材として活躍できる可能性が広がる。 

 
2.3.2.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤して

いるかについて 
技術⼠航空・宇宙部⾨と競合する資格には、「機械設計技術者試験」「無⼈航空機操縦⼠」

などがある。機械設計技術者試験は設計・制御など特定分野の実務能⼒を証明するのに対し、
技術⼠航空・宇宙部⾨は課題解決⼒や技術の応⽤⼒、マネジメント⼒など幅広い総合⼒を証明
する国家資格である。無⼈航空機操縦⼠は測定や運⽤技能に特化しており、技術⼠とは資格の
カバー範囲や証明する能⼒に違いがある。 

2.3.3 繊維部⾨ 

2.3.3.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度  

繊維メーカーにおける技術⼠資格の認知度は分野によってばらつきがある。⼤⼿企業のウェブサイ
ト等において、技術⼠資格取得⽀援に関する情報は確認できなかった。⼤⼿企業では専⾨性への
注⽬が業界的に⾼まりつつあるが、現場業務の意思決定に直結する資格とは認識されておらず、
主に研究開発や技術⽂書の信頼性向上、メンバー評価に活⽤されている。 [Unistyle, 2025] ⼀
⽅、グローバル化や産業技術の⾼度化、サーキュラーエコノミー対応、SDGs 対応など新たな課題への
対応を重視する企業では、品質保証や国際規格対応、サプライチェーン管理等において、技術⼠
資格者の知⾒や信⽤が評価される余地があり、今後の役割拡⼤が期待される 。 [⽂部科学省, 
2010] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題   
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技術⼠資格者は、体系的な知識、現場における倫理観、プロジェクトマネジメント能⼒を備えた
⼈材である。今後の繊維業界においては、イノベーションによる新たな価値創造が求められている。
企業は創造性や独⾃技術を活かし、デジタル技術や⾼機能繊維、加⼯技術を活⽤した付加価値
の⾼いバリューチェーン化を推進する必要があるため、体系的な知識を活かす余地がある。 [⽇本繊
維産業連盟, ⽇付不明] 

課題としては、繊維産業を⽀える⼈材が減少しており、上記の⼈材育成が需要に追いついてい
ない。そのため、社内教育や資格取得⽀援体制の強化が必要であることと、各種企業・団体の採
⽤サイト等において、技術⼠資格取得者を直接募集したり歓迎要件として記載したりしている企
業・団体はほとんどなく、繊維製品品質管理⼠（TES）の⽅が多いことから、繊維分野の技術⼠
資格の認知度・普及度の低さが挙げられる。 

2.3.3.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度   

地⽅⾃治体や国の機関において、繊維部⾨の技術⼠資格は伝統⼯芸の保全事業や新素材
開発政策で重要視される余地がある。公共事業分野では「法定の登録を受けた専⾨家」として社
会的信⽤が制度的に裏付けられている⼀⽅、現時点での繊維部⾨の認知度は低い。今後は、地
域産業振興や伝統⼯芸の保全、新素材政策などにおいて技術⼠の社会的役割が拡⼤する可能
性がある。 [⽂部科学省, 2016] また、ナノファイバー評価等で繊維部⾨の専⾨性を発揮できる可
能性はあるが、また、ナノファイバー評価等で繊維部⾨の専⾨性を発揮できる可能性はあるが、要件
として明⽰されておらず、その他の公共事業においても要件となる案件は⾒当たらないため、認知度
は低いと考えられる。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⾃治体では、地場産業再⽣や新素材・環境配慮型製品開発を通じた地域ブランド化⽀援など
が重点施策として挙げられる。そのため、地域産業活性化や伝統⼯芸の技術承継、新素材による
地域ブランド化⽀援等において活躍の余地がある。 
 また、中⼩企業・ベンチャー総合⽀援事業の派遣専⾨家として登録されることで有⽤であるといえ
る。しかし、各種企業・団体の採⽤サイト等において、技術⼠資格取得者を直接募集したり歓迎要
件として記載したりしている企業・団体はほとんどなく、繊維製品品質管理⼠（TES）の⽅が多いこ
とから、繊維分野の技術⼠資格の認知度・普及度には課題がある。 

2.3.3.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 
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学⽣や研究者にとって、⼟⽊⼯学分野では技術⼠資格は「技術産業界への有効なパスポート」
として認識されており、社会実装⼒や現場での応⽤⼒を⾝につけるための⽬標資格とされている。技
術⼠第⼀次試験合格や将来の技術⼠資格取得を奨励する⼤学も増加している。 
 ⼀⽅、繊維分野において、JABEE 認定は他分野のプログラムに包含されているため、国内唯⼀の
信州⼤学繊維学科等が認定を受けているわけではなく認知度は低いと考えられる。 [⽂部科学
省, 2010] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

繊維⼯学分野では材料科学、バイオマス素材、AI 活⽤、PBL（プロジェクト型学習）など、現
場実践⼒と横断的専⾨性が重視されており、活躍余地はある。 [⽂部科学省, 2010] 

上述のように JABEE 認定の少なさ等から推察されるとおり認知度向上が課題である。 

 
2.3.3.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤して

いるかについて  
繊維部⾨において技術⼠と競合する資格としては、「繊維製品品質管理⼠（TES）」、「品質

管理検定（QC 検定）」、「ISO 関連資格（ISO9001 審査員など）」が挙げられる。「繊維製品
品質管理⼠（TES）」は、繊維製品の企画・製造・流通・消費における品質管理や表⽰、法規対
応に特化した国家資格であり、主にアパレルや流通業界で⾼い評価を受けている。TES は品質管
理や表⽰管理、法規対応、製品試験などの業務で技術⼠と重複する部分がある。「品質管理検
定（QC 検定）」は品質管理や⼯程管理、統計解析の能⼒を証明する⺠間資格であり、繊維製
品の品質保証や⼯程改善、クレーム対応などで技術⼠と競合する。さらに、「ISO 関連資格
（ISO9001 審査員など）」は国際標準規格に基づく品質システムの構築や運⽤、認証取得業務
を担い、品質マネジメントの分野で技術⼠と重なる業務を持つ。これらの資格は主に実務や品質・
表⽰分野に特化しているが、技術⼠は企画・設計・研究開発・指導・マネジメントといったより広範
な業務やリーダーシップにおいて優位性を持つ。 

2.3.4 ⾦属部⾨ 

2.3.4.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

企業のウェブサイトの在籍者数や、募集要項、資格取得⽀援制度等を確認するに、⾦属部⾨
における技術⼠資格は、⼤⼿⾃動⾞メーカー、鉄鋼メーカー、⾦属加⼯会社の総合職や技術開発
部⾨において、⼀定の認知度があるといえる。例えば、⼤⼿企業の⾃動⾞⽤⾼強度鋼板の開発プ
ロジェクトにおいて、技術⼠資格保有者が材料選定や品質保証体制の構築におけるリーダーとして
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活躍する事例がある。 [桐野⽂良, 2024] ⼀⽅、中⼩企業では採⽤の要件等に技術⼠の資格
が記載されているケースは少なく、認知度にかかる情報は確認できなかった。⼤企業においては資格
取得⽀援制度の導⼊事例もあるが、取得者への処遇や評価が限定的である可能性がある。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⾦属業界では、電気⾃動⾞や半導体向け⾼機能材料、スクラップリサイクル、サーキュラーエコノミ
ー対応など、イノベーションの現場が拡⼤している。求められる技術者像は、⾦属材料の物性理解、
⾼度な製造・加⼯技術、品質管理、AI やデジタルツインの活⽤、グローバル事業推進⼒、プロジェク
トマネジメント⼒など、多岐にわたる能⼒を有する⼈材である。そのため、活躍の余地は⼤きいが、採
⽤情報を確認すると、技術⼠資格よりも現場経験を重視する事例が多い。 
 課題としては、新技術への学習意欲が⾼い⼈材や、サプライチェーン全体を統括できるリーダー層
の不⾜が挙げられる。資格取得者は体系的知識、倫理観、持続的学習姿勢が評価されるが、採
⽤・育成体制が追いついておらず、ミドル層のリスキリングや資格取得⽀援が重要となっている。 [JX
⾦属, 2022] 

2.3.4.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

産業廃棄物処理施設や製鋼⼯場の環境基準対応、災害対策やエネルギー政策の策定などに
おいて、技術⼠資格保有者の専⾨性と社会的信⽤は制度的に裏付けられている。公共⼯事の⼊
札や地域開発、環境保全事業においては、橋梁や鋼構造物、⾦属製設備の調査・点検・補修検
討業務など、⾦属部⾨に関連する公共事業で資格保有が評価対象となる場合があるが、部⾨指
定はない。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⾃治体や国の機関においては、産業廃棄物処理、都市インフラの維持管理、災害対策、環境
基準対応などの分野で、⾦属部⾨技術⼠の専⾨性が求められている可能性がある。求められる技
術者像は、⾏政と現場技術者をつなぐ役割を担い、公共事業の技術審査や計画⽴案、地域資
源循環や脱炭素の実践策を設計・評価できる専⾨家である。技術⼠資格保有者は、事業計画の
妥当性担保、公共施設の⻑寿命化、SDGs 達成などにおいて、政策企画及び技術評価の重要な
役割を果たすことが可能である。 [環境省, 2025] 

課題としては、⺠間との⼈材獲得競争や技術系⼈材の流動性の低さが挙げられる。また、技術
⼠資格者の配置が⼊札加点要件となる場合でも、⾦属部⾨技術⼠の指定がなく、活⽤のインセ
ンティブが低いと考えられる。 
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2.3.4.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

⾦属材料・プロセス⼯学分野では、JABEE 認定のプログラム数が本調査対象部⾨と⽐較して多
いことから、技術⼠資格は⼀定の評価を受け、認知度も⽐較的⾼いと想定される。多くの⼤学で
は、技術⼠第⼀次試験の合格や将来の資格取得を奨励する制度が整備されつつある。しかし、⾦
属部⾨における JABEE 認定プログラムは存在するものの数が少なく、発展途上であると考えられる。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⾼等教育機関が育成する技術者像は、「理論⼒と現場⼒を兼ね備え、データ解析・AI 活⽤・国
際規格対応まで担える⼈材」であるため活躍の余地はある。 [桐野⽂良, 2024] 

課題としては、資格取得への動機付け、学問と現場⼒のギャップ、キャリア形成⽀援の充実が挙
げられる。 

 
2.3.4.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤して

いるかについて 
⾦属部⾨では、「⾮破壊検査技術者」、「溶接管理技術者」、「危険物取扱者」、「品質管理

検定（QC 検定）」、「機械保全技能⼠」などが技術⼠と競合する代表的な資格である。「⾮破
壊検査技術者」は、⾦属部材や溶接部の内部⽋陥を検査し、品質保証や安全管理に不可⽋な
専⾨資格であり、⾦属加⼯や⾃動⾞、インフラ分野の現場検査・設備保全・品質管理業務で技
術⼠と業務範囲が重なる。「溶接管理技術者」は、溶接⼯程の品質管理や作業指導、安全管
理を担い、⾦属部品製造や建設現場において技術⼠と重複する役割を担う。「危険物取扱者」
は、⾦属加⼯現場での油やガス、薬品などの危険物管理を⾏い、安全管理や事故防⽌の観点で
技術⼠と競合する。また、「品質管理検定（QC 検定）」は品質保証や⼯程管理、不良解析と
いった現場改善に強みがあり、「機械保全技能⼠」は⽣産設備の保守・修理・点検に特化している
ため、いずれも現場業務や⼯程管理といった領域で技術⼠と業務が重なりやすい。これらの資格は
実務能⼒証明に強みがあるが、設計・プロセス開発・組織的な技術マネジメントといった総合技術
⼒の⾯では技術⼠の優位性が際⽴っている。 

2.3.5 資源⼯学部⾨ 

2.3.5.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 



13 

 

企業のウェブサイトの在籍者数や、募集要項、資格取得⽀援制度等を確認するに、資源⼯学
部⾨における技術⼠資格は、鉱業、地質、エネルギー、環境調査などの分野で⼀定の認知度があ
る。⼤⼿⾦属鉱⼭企業などの系列グループでは資格⽀援制度の記載があり、企業として⼀定の認
知を持って制度化を実施していると考えられる。⼀⽅、中⼩企業や新興分野（リサイクル、再⽣可
能エネルギー等）では、実務経験や独⾃の社内資格が重視される傾向があり、技術⼠資格の認
知度は限定的である。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

資源⼯学部⾨の技術⼠資格者は、体系的な知識とプロジェクトマネジメント⼒を⽤い、脱炭素
化や循環型社会の実現に向け、資源調査から設備導⼊までのマネジメントを担うことで新規事業
創出や SDGs 達成に貢献する可能性がある。 

課題としては、資格取得のための学習負担、業務との両⽴、若⼿技術者への動機付けが⼗分
でない点が挙げられる。 [関東学院⼤学, 2024] 

2.3.5.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

静岡県熱海市における脱炭素ロードマップ策定⽀援業務委託において、技術⼠の配置が要件と
して定められており、環境部⾨、資源⼯学部⾨、衛⽣⼯学部⾨、総合技術監理部⾨が指定され
ている事例がある。資源⼯学部⾨の技術⼠が要件として明記されていることが確認できた例は 1 例
のみであり、他の公共事業では要件として明⽰されていない。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

公共団体においては廃棄物処理、リサイクル計画、災害廃棄物対策、地下資源・地盤評価等
の専⾨知識と、地域資源活⽤⼒、住⺠説明⼒、災害リスク管理専⾨知識と法制度理解が求め
られるため、配置技術者として評価される可能性がある。 

課題は、資格取得⽀援制度の不⾜、公共団体内での技術⼠の認知度向上があげられる。 

2.3.5.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

⼟⽊⼯学分野では技術⼠資格は「技術産業界への有効なパスポート」として認識されており、社
会実装⼒や現場での応⽤⼒を⾝につけるための⽬標資格とされている。技術⼠第⼀次試験合格
や将来の技術⼠資格取得を奨励する⼤学も増加している。 



14 

 

⼀⽅、資源⼯学分野において、JABEE 認定は他分野のプログラムに包含されているため、認知度
は低いと考えられる。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

近年、脱炭素社会の実現や持続可能な開発が強く求められる中で、資源⼯学は鉱物資源や
エネルギー資源の探査・開発・利⽤に加え、循環型社会の構築や環境負荷低減技術などにも直
結する学問領域であり、資源⼯学分野の知識と経験を有する技術⼠は、⾼等教育機関において
教育者・研究者として重要な役割を果たすことが可能である。 

課題は、資格取得動機付け、実務経験・インターンシップの充実、DX・SDGs 対応教育への転
換である。 

 
2.3.5.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤して

いるかについて 
資源⼯学部⾨において技術⼠と競合する主な資格には、「エネルギー管理⼠」、「⼟⽊施⼯管理

技⼠」、「環境計量⼠」、などが挙げられる。「エネルギー管理⼠」は、⼯場や発電所などでのエネル
ギー消費量の管理や省エネルギー推進を担う国家資格であり、資源⼯学分野のエネルギー供給施
設や鉱⼭事業所における省エネ施策の企画・運⽤、設備管理業務で技術⼠と業務が重なる。
「⼟⽊施⼯管理技⼠」は、建設現場での施⼯管理や⼯程・安全管理を担う国家資格で、鉱⼭施
設や資源関連インフラ建設の現場監督において技術⼠と競合する場⾯が多い。「環境計量⼠」
は、⽔質や⼤気、⼟壌などの環境測定業務に従事する資格で、資源開発や鉱⼭、リサイクル事業
における環境調査や環境影響評価で技術⼠と役割が重複する。これらの資格は現場実務や法令
遵守、品質管理に特化しているが、資源⼯学部⾨における総合技術⼒やプロジェクト統括⼒、安
全・環境配慮といった観点では技術⼠がより広範な責任と役割を担う点が特徴である。 

2.3.6  建設部⾨ 

2.3.6.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

建設分野の⺠間企業において、技術⼠資格の認知度は⾮常に⾼い。これは、公共⼯事の設計
や管理業務の⼊札要件として技術⼠資格保有者を求められるケースが多く、実務担当者や経営
層の間で「専⾨家」としての認知が広がっているためである。さらに、建設コンサルタント業務において
も技術⼠資格が積極的に活⽤されており、専⾨的な知⾒や信頼性の向上に寄与している事例が
多く⾒られる。 
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技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⺠間企業において、建設分野で活躍が期待される技術者には、設計、施⼯、維持管理、アセッ
トマネジメントなど各⼯程での「総合的な問題解決能⼒」が求められている。近年は、特に設計・施
⼯現場においては、成果物の品質保証とともに、コスト管理や安全管理、環境・法規制対応への
即応⼒が不可⽋である。 [⽇本基幹産業労働組合連合会, 2025] 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

技術⼠資格保有者に対しては、従来の設計・施⼯だけでなく、インフラのライフサイクルを通じた維
持管理や「アセットマネジメント」領域での活躍、さらにはカーボンニュートラルやグリーン・トランスフォー
メーション（GX）9の推進、AI 活⽤といった新技術導⼊の現場リーダー役が期待されている。 

2.3.6.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

公共団体において、建設部⾨技術⼠資格の認知度は⾮常に⾼い。主な理由として、公共⼯事
の発注や設計・施⼯管理業務において技術⼠資格者の配置が⼊札要件や評価項⽬として明記さ
れるケースが多く、組織内で「専⾨性・信頼性の証」として認識されている。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

公共団体が求める建設技術者像は、単なる専⾨技術⼒だけでなく、「総合的な課題解決⼒」と
「多分野協働⼒」を重視する傾向にある。例えば、都市インフラの⽼朽化対策、災害復旧計画、カ
ーボンニュートラル推進など、従来型の⼟⽊・建築技術に加え、デジタル技術への適応⼒が不可⽋と
なっている。さらに、発注者としての⽴場から、プロジェクト全体のマネジメント能⼒、法規制対応⼒、
現場調整⼒、住⺠説明・合意形成⼒など、社会的責任を伴うスキルセットが求められている。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

公共団体における技術⼠資格者の活⽤可能性は、従来の設計・施⼯監理だけに留まらず、イン
フラのライフサイクル全体を通じた維持管理、アセットマネジメント、AI 技術導⼊の現場リーダー、政
策⽴案への参画、データ解析・業務効率化推進など、社会課題解決型の⾼度専⾨職への期待が
⾼まっている。 

2.3.6.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

 
9 化⽯燃料をクリーンエネルギーに転換して、脱炭素化社会を構築しようという取り組み 
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⾼等教育機関における建設部⾨技術⼠資格の認知度は⾮常に⾼い。2023 年度末時点で
JABEE 認定プログラムのうち技術⼠の建設部⾨との関連が⾼い⼟⽊は 56 件、 建築学は 29 件
である。⼯学系⼤学では取得可能資格として技術⼠が公式に案内されているケースが多い。 
[JABEE, 2023] [千葉⼤学取得可能資格, ⽇付不明] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⾼等教育機関では、建設分野の技術者に対し、基礎学⼒や専⾨知識だけでなく、実践的な問
題解決⼒、プロジェクトマネジメント⼒、コミュニケーション能⼒が求められている。産学連携や現場実
習が重視される⼀⽅、資格取得の難易度や若⼿・⼥性技術者の不⾜、デジタルスキル強化などが
課題となっている。教育現場では、多様なキャリア形成と現場⼒向上のための⽀援が重要視されて
いる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

技術⼠資格保持者が資格取得⽀援や現場指導を通じて、学⽣の実践⼒やリーダーシップ向
上、業界との⼈材交流やキャリアパス形成への寄与が期待できる可能性がある。 

 
2.3.6.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤して

いるかについて 
建設部⾨における主要な競合資格には、1 級⼟⽊施⼯管理技⼠、1 級建築⼠、RCCM（シビ

ルコンサルティングマネージャ）などが挙げられる。1 級⼟⽊施⼯管理技⼠は⼯事現場の管理者や
施⼯計画作成に強みを持ち、受注要件や現場配置要件として法的な位置づけも強い。1 級建築
⼠は建物設計分野で必要不可⽋な専⾨資格であり、設計事務所や建築会社で広く活⽤されて
いる。RCCM は特に建設コンサルタント企業において、設計・調査の現場管理や案件マネジメントで
重要な役割を果たしている。これらの資格は、「専⾨技術領域の深さ」や「設計・管理・監理能⼒」
の⾯において技術⼠資格と⼀定の差別化が図られている。 

 

2.3.7 農業部⾨ 

2.3.7.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格についての認知度・イメージ 

⼤⼿建設コンサルタント企業において、技術⼠資格は広く認知されている。例えば、⽇本⼯営で
は 1,806 名（農業部⾨ 70 名）、建設技術研究所（CTI）では 848 名（農業部⾨ 7 名）、
在籍している。これら企業の求⼈情報や企業紹介ページには「技術⼠（農業）」を含む全技術部
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⾨が明記されており、資格保有者の採⽤や処遇が積極的に進められている。例えば⽇本⼯営は企
業内⼤学を設置するなどし、資格取得⽀援を⾏っている。 [⽇本⼯営, 2025] [建設技術研究所, 
2025] [⽇経クロステック, 2025] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

農業・農村インフラ、農業⽔利、農業⼟⽊分野において、設計・調査・計画・施⼯管理・維持管
理など幅広い業務領域で技術⼠資格保有者が活⽤されている。建設コンサル業界では、国内外
の農業インフラ案件が継続しているが、課題として農業部⾨の有資格者が他部⾨に⽐べて依然少
数であることは先に述べたまでであり、若⼿の育成や資格取得促進のための教育体制・キャリアパス
整備が考えられる。 [復建調査設計, 2024] 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

技術⼠資格者には、農業分野の専⾨性を活かしたコンサルティング業務の推進、農業インフラの
計画・設計・管理のリーダーシップ、品質・安全・コスト管理の⾼度化、等様々な活躍の場があると
想定される。企業によっては資格取得⽀援も⾏い、技術⼠資格者への期待・役割は⼀層拡⼤する
⾒通しである。 

2.3.7.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度について   

農林⽔産省や北海道庁、⽔資源機構等の公共団体において、技術⼠資格は農業⼟⽊・農村
整備分野で⼀定の認知度がある。募集要項に技術⼠資格の明記はないが、業務分野としては⼗
分に重複する部分があり、現職員のコメントからも技術⼠資格の知識や経験が業務に役⽴つ余地
が⾼いと推測される。 [農林⽔産省, 2025] [⼈事院, 2025] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について   

⼟地改良、農業⽔利、農村インフラ整備、⽔資源管理等の現場で、計画・設計・施⼯管理・維
持管理に対応できる⾼度専⾨⼈材が求められる。プロジェクト推進や現場調整、環境配慮のため
の横断的スキルや実務経験も重視されている。 [⽔資源機構, 2025] 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待について   

技術⼠資格者には、農業インフラ事業のリーダーや計画⽴案、品質管理、災害対応、DX 推進
など、多様な分野での活躍が期待される。現場の専⾨性とマネジメント能⼒を兼ね備えた先に、ス
ペシャリストとして今後も活⽤の幅が広がると考えられる。 
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2.3.7.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度について   

JEBEE 認定プログラムを有する⼤学は複数あるため農業・農村⼯学や農業⼟⽊分野で⼀定の
認知度があると考えられる。⼀⽅、教育現場における認知度は限定的であると推測でき、例えば、
北海道⼤学や帯広畜産⼤学、東京農業⼤学等では学問や研究内容から実務家教員や技術職
員の公募で技術⼠（農業）歓迎の可能性があるが、明確な記載や実例は確認できず、とりわけ
技術⼠資格を明記した募集は少ない。 [JABEE, 2023] [北海道⼤学, 2024] [帯広畜産⼤学, 
2024] [東京農業⼤学, 2024] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について   

専⾨分野の研究実績や教育能⼒が重要視されていると推察され、実務経験を持つ⼈材として
想定される技術⼠資格保持者は⼀定程度の領域関連性はあるものの、需要と合致しているとは
⾔い難い。実際に、教育・研究職の採⽤においては専⾨領域における資格有無は必須条件となっ
ていないケースが多い。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待について   

農業⼟⽊や農村インフラ分野では、現場経験に基づく実践的指導や、学⽣へのキャリアパス提
⽰などの役割が期待できるものの、現時点では教育機関側の募集要件への明記や制度的優遇は
限定的である。活⽤拡⼤に向け、募集要件と技術⼠資格が持つ専⾨性の調整は課題として残
る。 

 
2.3.7.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤して

いるかについて 
農業部⾨で技術⼠と競合する主な資格は、RCCM（農業⼟⽊）、1 級⼟⽊施⼯管理技⼠、

測量⼠などである。1 級⼟⽊施⼯管理技⼠は施⼯管理分野での必須資格であり、現場監督や
安全管理で強みを持つ。測量⼠は測量・調査分野で重要な役割を果たす。 

2.3.8 森林部⾨ 

2.3.8.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度について   
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森林資源計測・森林⼟⽊・治⼭関連の⺠間企業において、技術⼠（森林部⾨）資格は⼀定
の認知度を持つ。国際航業やパスコ、アジア航測などでは「技術⼠歓迎」と明記されており、専⾨職
としての評価が直結している。 [国際航業, 2026] [パスコ, 2026] [アジア航測, 2026] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について   

⺠間企業では、森林資源計測・解析、設計、保全・管理事業で⾼度な専⾨知識や現場対応
⼒を持つ技術者が求められている。企業ページなどから、GIS・測量・森林施業プランナー等の現場
系資格と並び、技術⼠資格はプロジェクトリーダーや対外的な信頼性担保の役割を担うことが想定
される⼀⽅、森林部⾨技術⼠の絶対数が少ないことが課題として想定される。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待について   

今後、森林部⾨技術⼠資格者は、森林資源評価、環境分析・調査、森林再⽣などの分野で
専⾨性を活かし、組織の信頼性向上や事業推進の中核⼈材として期待される。⼀⽅、現状では
森林部⾨の技術⼠と関連する他資格と競合している側⾯もある。 

2.3.8.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度について   

⽇本森林技術協会（JAFTA）をはじめとした各公共団体において、⼀定の認知度と評価があ
る。林野庁では公共事業落札時の配置要件として技術⼠（森林部⾨）の記載がある。⼀⽅、北
海道⽴総合研究機構（森林研究本部）でも、技術⼠資格が歓迎されている記載はあるが、募
集等における必須要件ではない。全体として、技術⼠資格が歓迎されていそうな業務内容は確認
できるが、募集等における必須条件となっていないことから、実際の配置や活躍状況は限定的であ
ると推測される。 [北海道⽴総合研究機構, 2024] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について   

治⼭・林道設計、森林管理・整備計画、環境調査・研究⽀援などで⾼度な専⾨知識と現場
対応⼒を持つ技術者が求められており、技術⼠の活躍⾒込みはあると推測される⼀⽅、資格保有
を明記しない募集要項も多いことが課題として挙げられる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待について   

従来の建設コンサルティング業界のみならず、林野庁をはじめとした公共事業の受託や研究プロ
ジェクトの推進、森林管理・整備事業の専⾨家としての役割が期待される。現時点での活⽤は限
定的と考えられるが、特に、外部評価や対外的信頼性の担保、現場経験を通じた先端分野での
知⾒提供などで貢献できる可能性はあると推測される。 
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2.3.8.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度について   

北海道⼤学や東京⼤学などの主要な⾼等教育機関（森林科学関連学部）において、森林部
⾨の技術⼠資格は⼀定の認知度を有すると推測される。また、採⽤に関しては、実務家教員や技
術職員の公募で技術⼠（森林部⾨）を歓迎する明記はほとんど⾒られないが、業務内容から⼀
定程度の関連性はあると推測される。  [北海道⼤学, 2025] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について   

専⾨分野の研究実績や教育能⼒が重要視されていると推察され、実務経験を持つ⼈材として
想定される技術⼠資格保持者は⼀定程度の領域関連性はあるものの、需要と合致しているとは
⾔い難い。実際に、教育・研究職の採⽤においては専⾨領域における資格有無は必須条件となっ
ていないケースが多い。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待について   

現場経験に基づく実践的指導や、学⽣へのキャリアパス提⽰などの役割が期待できるものの、現
時点では教育機関側の募集要件への明記や制度的優遇は限定的である。活⽤拡⼤に向け、募
集要件と技術⼠資格が持つ専⾨性の調整は課題として残る。 

 
2.3.8.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤してい

るかについて 
森林部⾨で技術⼠と競合する資格には、RCCM（森林⼟⽊）、測量⼠、GIS10関連資格、森

林施業プランナー等がある。測量⼠や GIS 資格は現場計測・データ分析分野で強みを持ち、RCCM
は設計・計画・技術管理分野で技術⼠と業務が重複する。これらの競合資格と技術⼠が異なる
点は、建設コンサルティング業界のみならず建設・製造・インフラ等かなり多岐に渡る活躍のフィールド
があるということ、また、官公庁案件の⼊札において管理技術者として受注要件になっていることが
多いが、その中でも関連分野の博⼠号と並び最⾼評価をされている点である。 [国⼟交通省, 
2024] 

 
10 地理情報システム 
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2.3.9 ⽔産部⾨ 

2.3.9.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度について   

⼤⼿建設コンサルタント企業や⽔産関連事業者において、技術⼠（⽔産部⾨）資格は⼀定の
認知度と専⾨性評価を得ていると推測し調査を進めたところ、エイト⽇本技術開発やパシフィックコ
ンサルタンツなどでは募集要項に技術⼠歓迎と明記されている。⼀⽅、ニッスイのような⽔産事業を
⽣業とする企業では、業務知識として技術⼠の知⾒が参考になる可能性はあるが、採⽤要件とし
ての明記や積極的活⽤は⾒られない。 [エイト⽇本技術開発, ⽇付不明] [パシフィックコンサルタン
ツ, ⽇付不明] [ニッスイ, ⽇付不明] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について   

港湾・漁港・海岸の設計や維持管理、⽔産環境・沿岸事業で⾼度な専⾨知識・現場対応⼒を
持つ技術者が求められている⼀⽅、技術⼠（⽔産部⾨）資格者数は全体的に少なく、RCCM
等他資格者が多く在籍している現状も存在する。技術⼠資格の普及余地はあるが、現場ニーズと
のマッチングが課題となっている可能性があると推測される。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待について   

今後、技術⼠（⽔産部⾨）資格者は漁港・海岸整備、⽔産環境保全、コンサルティング領域
で専⾨性を活かし、プロジェクト推進や品質管理、技術提案の中核⼈材として期待されると推測さ
れる。しかし、現状ではエイト⽇本技術開発やパシフィックコンサルタンツなど建設コンサルティング業
界の⼀部企業で活⽤が進んでいるものの、資格保有者の絶対数や募集要件への明記は限定的
である。⽔産物事業企業では、採⽤条件に技術⼠の明記はないものの、専⾨知識が業務改善や
新規事業開発に活⽤される可能性も推測される。 

2.3.9.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度について   

⽔産庁では、漁港及び漁港海岸の施設整備・⼯事における配置要件として技術⼠若しくは技術
⼠補のうち⽔産部⾨（⽔産⼟⽊）の有資格者を設定している。⽔産⼟⽊建設技術センター
（FIDEc）、⽔産研究・教育機構（FRA）、北海道⽴総合研究機構（⽔産研究本部）等の
研究機構では業務内容として技術⼠資格を通じた知⾒が⼀部活⽤できると推測されるが、実際の
活躍事例は少ない。 [⽔産庁, 2003] [⽔産⼟⽊建設技術センター, ⽇付不明] [⽔産研究・教育
機構, ⽇付不明] [北海道⽴総合研究機構, ⽇付不明] 
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技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について   

これらの機関では、漁港・漁場の計画・設計・技術⽀援、⽔産資源管理や環境調査などで⾼度
な専⾨知識と現場対応⼒を持つ⼈材が求められている⼀⽅、技術⼠（⽔産）資格者の採⽤・
配置は調査の限りでは限定的と⾒受けられ、現場での活⽤が⼗分とは⾔えないと推測する。資格
保有者の絶対数の少なさや現場ニーズとのマッチングが課題となっている可能性があると推測され
る。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待について   

今後、技術⼠（⽔産部⾨）資格者は漁港・漁場整備、技術⽀援・委託業務、資源管理領域
で専⾨性を活かし、事業推進や評価、技術提案の中核⼈材として期待されると推測される⼀⽅、
現状では公共団体における現場や研究職での積極活⽤は限定的であると推測する。都市部の⼤
企業ではなく、⼤企業の業務委託先と考えられる地域の建設コンサルタント等でそういった資格認
知度や資格者がいるのかという観点で地域の中⼩企業等を調査したが、現状は建設部⾨の在籍
者が多く、⽔産部⾨で活躍しているという事例は識別できなかった。現場ニーズと資格内容の整合
性を改めて調査の上、現場への活⽤余地は再度検討すべきと考える。 

2.3.9.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度について   

東京海洋⼤学などの⾼等教育機関では、教員公募等の歓迎要件で⽔産・海洋等の知⾒に関
する記載があり、技術⼠（⽔産部⾨）資格との親和性は⼀定程度存在すると推測されるが、技
術⼠資格に関する明記はされておらず、認知は限定的な可能性がある。 [東京海洋⼤学, 
2025]。JABEE 認定を受けている⼤学は 7 ⼤学あるものの、全国各地に存在しており、JABEE 認定
と地域性という観点では技術⼠資格の普及促進に資する明確な関連性を⾒出すことはできなかっ
た。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について   

これらの⼤学では、海洋・沿岸⼯学、⽔産資源管理、漁業・環境分野で⾼度な専⾨知識持つ
⼈材が求められていると推察されるが、現場経験というよりは学問的な知識や研究実績が重視さ
れており、技術⼠（⽔産部⾨）資格者の採⽤・活⽤は⼗分とは⾔えない可能性がある。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待について   

現場経験に基づく実践的指導や、学⽣へのキャリアパス提⽰などの役割が期待できるものの、現
時点では教育機関側の募集要件への明記や制度的優遇は限定的である。活⽤拡⼤に向け、募
集要件と技術⼠資格内容の整合性を改めて調査の上、現場への活⽤余地は再度検討すべきと
考える。 
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2.3.9.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤してい
るかについて 

⽔産部⾨で技術⼠と競合する資格には、主に建設コンサル業界において RCCM（港湾・海岸・
⽔産⼟⽊）のほか、⽔産⼟⽊の領域で 1 級⼟⽊施⼯管理技⼠、測量⼠、などがある。RCCM は
設計・計画・マネジメント分野、1 級⼟⽊施⼯管理技⼠は施⼯管理分野、測量⼠は調査・計測
分野で主に活躍し、いずれも技術⼠資格と業務範囲が重複していると推測される。 

2.3.10 ⽣物⼯学部⾨ 

2.3.10.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

⺠間企業における技術⼠⽣物⼯学部⾨の資格認知度・理解度について、机上調査では関連
情報が⾒当たらなかった。⼀⽅、⾷品、製薬、バイオ事業を展開する企業は、技術⼠⽣物⼯学部
⾨の専⾨性と密接な関係があると考えられる。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

新型コロナウイルス感染症の世界的な流⾏や、脱炭素社会を⽬指すカーボンニュートラル、循環
型経済を推進するサーキュラーエコノミー、健康や医療といったものへの対応が、世界共通の⼤きな課
題となっている。⽣物⼯学分野は、こうした社会課題の解決と持続可能な経済成⻑を同時に実現
する分野として注⽬を集めており技術者⼈材の活⽤ニーズが⾼い。このような動向は経済産業省が
公開しているバイオ産業に関する記事でも指摘されている。 [経済産業省バイオ, 2025]これらの分
野では⾼度な専⾨知識や法規制対応⼒が求められ、技術者は品質管理、研究開発、製造プロ
セスの最適化など多⽅⾯で期待されている。しかし、社内での技術⼠資格の認知度が⼗分でない
場合や、資格取得者の採⽤・育成体制が整っていない企業も多く、資格者の活⽤が⼗分に進んで
いない課題がある。今後は資格取得のメリットや活躍事例の周知が重要である。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

⾷品・製薬・バイオ分野の⺠間企業では、⾼度な専⾨知識や法規制対応⼒が求められるため、
技術⼠⽣物⼯学部⾨の技術者⼈材の活⽤ニーズが⾼いと考えられる。⼀⽅で、技術⼠⽣物⼯学
部⾨に対する認知度や社内資格制度の整備状況については机上調査では情報がなく、制度化が
進んでいない企業も多いと考えられる。 

2.3.10.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 
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公共団体における技術⼠⽣物⼯学部⾨の資格認知度・理解度について、机上調査では関連
情報は得られなかった。 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

公共団体では、⾷品、製薬、バイオ事業などの分野において、⾼度な専⾨知識や法規制への対
応⼒が求められる。政府は 2024 年 6 ⽉に「バイオエコノミー戦略」を改定し、バイオ産業を「2030
年に国内外で 100 兆円規模の市場創出を⽬指す。」としており、技術⼠⽣物⼯学部⾨ニーズは⾼
まっていくと考えられる。しかし、机上調査では資格者の活⽤実態や制度の整備状況に関する情報
がなく、認知度や活⽤体制の整備が課題である。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

公共団体においては、⾷品衛⽣やバイオ関連事業の推進、規制対応などの場⾯で、技術⼠⽣
物⼯学部⾨の資格者が持つ⾼度な専⾨知識や技術⼒の活⽤が期待される。特に、法規制の策
定や事業評価、技術的助⾔などで貢献できる可能性が⾼い。今後、資格者の役割や活⽤⽅法
の明確化と、組織内での認知度向上が重要である。 

2.3.10.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

九州⼯業⼤学、⻑浜バイオ⼤学では JABEE 認定プログラムが設置されている。特に崇城⼤学と
⻑浜バイオ⼤学では、⽬指せる資格として技術⼠が明記されており、⼀定の認知度や理解度があ
ると考えられる。 [⻑浜バイオ⼤学, ⽇付不明] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⾼等教育機関では、技術⼠⽣物⼯学部⾨の技術者⼈材が教育・研究活動や産学連携にお
いて専⾨的知識や技術⼒を発揮できるため、⼀定の活⽤ニーズがあると考えられる。⼀⽅で、資格
取得⽀援や活⽤事例の情報が⼗分に整備されていないことが課題であり、学⽣や教員への資格
取得のメリット周知や制度⾯の充実が求められる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

⾼等教育機関において、技術⼠⽣物⼯学部⾨の資格は、教育・研究活動や産学連携の推進
において専⾨性の証明となり、学⽣や教員のキャリア形成にも寄与する可能性がある。特に、社会
との接点や実践的な技術⼒が求められる場⾯で、技術⼠資格者の活躍が期待されており、今後さ
らなる活⽤の拡⼤が望まれる。 
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2.3.10.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤して
いるかについて 

⾼等教育機関における技術⼠⽣物⼯学部⾨の競合資格には、バイオ技術者認定試験、⾷品
衛⽣管理者、環境計量⼠があり、それぞれバイオ分野の技術職や研究職、⾷品業界の品質管
理、環境分野の分析業務などで専⾨性や実務能⼒を証明している。技術⼠試験は制度設計やマ
ネジメントに重点が置かれ、競合資格試験は研究や技能に重点がある。⽣物⼯学分野に関して⼀
般的に技術⼠が上位資格と⾒なされているため、競合資格取得者への第⼀次試験科⽬免除など
の優遇措置を導⼊できる余地があると考えられる。 

令和 7 年度技術⼠⽣物⼯学部⾨第⼀次試験合格者は 63 名であり、2025 年度第 31 回上
級バイオ技術者認定試験合格者は 183 名である。バイオ技術者認定試験は初級・中級・上級と
各レベルがあり、段階的にステップアップして受験できるため、技術⼠よりも知名度が⾼いと考えられ
る。 

2.3.11 原⼦⼒・放射線部⾨ 

2.3.11.1 【⺠間企業】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

⺠間企業における技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の技術⼠資格の認知度・理解度について、机上
調査の結果、特に電⼒会社を中⼼に⾼い知名度があると考えられる。実際に、原⼦⼒発電や放
射線管理を担う企業では、技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の資格保有者の在籍推移データが公表さ
れており、組織として資格取得を推奨する動きも⾒られる。このことから、⺠間企業、とりわけ電⼒業
界においては、技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の資格が重要な専⾨資格として広く認知され、⼀定の
理解が浸透していることがうかがえる。 [⽇⽴技術⼠会, ⽇付不明] [⽇本原燃株式会社, ⽇付
不明] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⺠間企業では、技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の技術者⼈材は原⼦⼒発電施設の保守管理や
放射線安全対策、規制対応などで⾼い活⽤ニーズがあり、特に電⼒会社では資格保有者の技術
⼒が重視されている。⼀⽅で課題として、電⼒会社以外の⼀般企業や関連分野では技術⼠原⼦
⼒・放射線部⾨の資格活⽤が⼗分に進んでおらず、資格取得者の役割や活⽤事例の認知度向
上が今後考えられる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

⺠間企業における技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の技術⼠資格は、原⼦⼒発電所の安全管理や
放射線業務など⾼度な専⾨性が求められる現場で、信頼性や技術⼒を担保する資格として活⽤
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可能性があると考えられる。また、規制対応やリスクマネジメント、事故時の技術的助⾔など幅広い
分野への貢献が期待され、今後は電⼒会社以外のプラントエンジニアリングや医療、廃棄物処理
分野などへの活⽤拡⼤も⾒込まれる。 

2.3.11.2 【公共団体】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

机上調査の結果、原⼦⼒規制委員会や⽇本原⼦⼒研究開発機構などでは⼀定の認知度が
あると考えられる。具体的には、技術⼠資格保有者が団体内の教育訓練で筆記試験の免除対
象となっている事例や、技術⼠保有者が執筆した記事が公式媒体で紹介される事例が確認されて
おり、資格保有者の専⾨性や実績が評価される傾向が⾒受けられる。 [原⼦⼒規制委員会, 
2021] [⽇本原⼦⼒研究開発機構, 2009] 

技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

原⼦⼒⽩書において我が国における放射線利⽤の経済規模が年々拡⼤していることが⽰されて
おり、原⼦⼒規制や安全管理、放射線防護対策や、⼯業・医療・農業での放射線利⽤など、
様々な分野で技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の技術者⼈材に対する活⽤ニーズがあると考えられる。 
[原⼦⼒委員会, ⽇付不明]特に専⾨的な知⾒や実務経験を持つ⼈材は、政策⽴案や規制業
務、教育訓練などで重宝されている。⼀⽅で課題としては、技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨に関する
情報が少なく、資格保有者の活躍の場や役割が⼗分に認知されていない点が挙げられ、今後は情
報発信や資格の有効活⽤に向けた環境整備が考えられる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

原⼦⼒⽩書では、⼯業における放射線を利⽤した材料加⼯、医療における放射線機器の活
⽤、農業における品種改良や害⾍駆除など、放射線利⽤の発展が期待されている。これらの分野
では⾼度な専⾨性が求められるため、技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨は放射線分野のスペシャリスト
として、制度設計、技術評価、現場⽀援などを通じて産業・医療・農業の発展への貢献が期待さ
れる。 

2.3.11.3 【⾼等教育機関】技術⼠制度の認知度や期待感・課題認識について 

技術⼠資格の認知度・理解度 

机上調査の結果、東京都市⼤学に原⼦⼒・放射線部⾨唯⼀の JABEE 認定プログラムが設置
されていることから、原⼦⼒や放射線分野の学部においては⼀定程度の認知度があると考えられ
る。しかし、当該プログラムが限られた⼤学でのみ提供されているため、⼀般的な⾼等教育機関全
体での認知度や理解度はまだ⾼くない可能性がある。 [東京都市⼤学, 2026] 
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技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題 

⾼等教育機関においては、原⼦⼒放射線分野の専⾨知識を持つ技術⼠⼈材の教育や研究
指導、産学連携活動などでの活⽤ニーズがあると考えられる。特に⾼度な専⾨性や実務経験を活
かし、学⽣への指導や社会との橋渡し役として期待される。⼀⽅で課題としては、技術⼠原⼦⼒・
放射線部⾨に関する JABEE 認定プログラムが東京都市⼤学にしか存在せず、認知度が⼗分に浸
透していない点が挙げられる。そのため、教育機関全体での資格の認知拡⼤やプログラムの普及が
今後の課題となる。 

技術⼠資格の活⽤可能性・期待 

⾼等教育機関における技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の技術⼠資格は、教育・研究分野での専
⾨性の証明や、産学連携・社会貢献活動における技術的助⾔などに活⽤される可能性があると
考えられる。特に学⽣への指導や実務教育、外部機関との共同研究などで、資格保有者の知識
や経験が活かされる場⾯が想定される。 

 
2.3.11.4 技術⼒評価をどのように実施しているか・他の資格や技術⼠制度をどのように活⽤してい

るかについて 
技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の競合資格としては「放射線取扱主任者」が挙げられ、この資格は

放射線を安全に取り扱うための知識と技能を証明する国家資格であり、主に放射線の管理・安全
指導や教育現場で活⽤されており、技術⼠資格と⼀部業務や専⾨分野で競合する範囲があると
考えられる。現時点では試験科⽬免除等の措置は実施されていないが、試験内容や評価領域の
共通性から、将来的には相互的に⼀部試験科⽬免除などの連携が可能となる余地があると考え
られる。 

 

2.4 詳細調査の対象としていない技術部⾨に関する調査 

対象外の部⾨については、⽇本技術⼠会が実施した各部会アンケート [⽇本技術⼠会, 2022]
結果を元に普及促進、認知度向上に資する提案を参考としてとりまとめた。 

2.4.1 電気・電⼦部⾨ 

技術⼠資格の活⽤促進の観点 

経営事項審査において、会社組織としての技術⼠の特別評価を明⽂化し、施⼯設計の品質確
保（瑕疵防⽌・倫理に基づく誠実な遂⾏）に資する体制を評価へ反映する可能性についての⾔
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及がある。総合技術監理＋CPD11認定技術⼠については、他部⾨の専任技術者担務を可能とす
るよう、国交省への制度要件整備を働きかける。情報通信では更新資格化、相互認証の拡⼤、
国交省以外の⼀次官庁業務での優遇を推進するといった記載や、電気設備では更新資格化、独
占業務の拡⼤（海外案件や補助⾦対象業務への要件化）、検査機関の代⾏業務などの制度
化が提案されている。 

技術⼠の認知度向上の観点 

企業内技術⼠活動の可視化と技術蓄積の共有、技術⼠会による公的働きかけの広報、電気
学会・電⼦情報通信学会等との CPD 連携、⼀般向け講演や企業向け教育、独占業務の拡⼤
と⼊札条件への明記、CPD 認定⼿続きの簡素化を進める等の⾔及がある。 

2.4.2 化学部⾨ 

技術⼠資格の活⽤促進の観点 

化学部⾨技術⼠が化学物質管理⼠資格を併有することで、⾼い信頼性と⾼度な化学物質管
理を提供できる点を、関係省庁や化学関連企業へ体系的に提案・導⼊し、社内外の選任・評価
要件に組み込むという⾔及があった。将来的には化学物質管理⼠の国家資格化を視野に⼊れ、
制度整備を働きかけることも⾔及されている。 

技術⼠の認知度向上の観点 

業界・学協会でのコンサルティング、講演、論⽂寄稿、新刊執筆、業界紙（化学⼯業⽇報）と
の連携、⽇本化学会春季年会展⽰会への出展などを通じ、若⼿を含む裾野への情報発信を継
続的に実施する、技術⼠は⾼い専⾨技術⼒と倫理性を備え、難易度が⾼く差別化可能であるこ
とを明確に打ち出すといった意⾒が挙げられている。 

2.4.3 上下⽔道部⾨ 

技術⼠資格の活⽤促進の観点 

既に発注者側で保有資格が評価指標となっており、技術⼠は RCCM より⾼評価で、活⽤は⼗
分かつ業務独占的に機能している。そのため、現状の制度維持・運⽤の確実化が基本⽅針となる
旨の⾔及があった。 

技術⼠の認知度向上の観点 

 
11 Continuing Professional Development：技術者が継続的に知識やスキルを向上させるための教育制度 
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関係業界では⼗分認知されており、⼀般認知の拡⼤が業務範囲の拡⼤に直結しないとの⾒解
から、対象は発注者・事業者を中⼼とした実務層に限定し、実績と品質で訴求を継続する旨につ
いて⾔及があった。 

2.4.5 衛⽣⼯学部⾨ 

技術⼠資格の活⽤促進の観点 

廃棄物処理施設技術管理者の要件で技術⼠（化学・上下⽔道・衛⽣⼯学）が明⽰されてい
る現⾏優遇（実務経験不要）を、発注・許認可実務における配置・評価要件として⼀層明確化
することが考えられる旨の意⾒があった。また、環境計量⼠等、関連公的資格の受験・登録要件で
の取り扱い周知や相互活⽤（科⽬免除等）を整理・広報する必要がある旨の意⾒があり、本調
査で調査対象としている技術部⾨と類似する課題、今後の広報の必要性が考えられる。 

技術⼠の認知度向上の観点 

所属組織や部会主催講演会等を通じて、資格の職責、CPD、報酬・メリット等を若⼿へ継続的
に発信する。あわせて、更新制度・CPD 制度の強化や技術者倫理 CPD の活性化など、資格の信
頼性を⾼める横断施策の適⽤を働きかける旨のアンケート結果が識別されている。 

2.4.6 経営⼯学部⾨ 

技術⼠資格の活⽤促進の観点 

⼤学・NPO との協業や研究・プロジェクト周辺領域の課題解決⽀援、20 部⾨協働のプラットフ
ォーム構築・運⽤、共同による新技術開発・管理の基本原則確⽴を推進する。中⼩企業診断⼠と
の連携による経営コンサルティングの拡充、教育機関への講師派遣、JICA 向けに部⾨特性を明確
化した海外派遣要件の確⽴、学術会議・⼯学会と連携した将来像の擦り合わせを図るといった点
について⾔及されている。 

技術⼠の認知度向上の観点 

成果のマスメディア露出（⽇経・⽇刊⼯・地⽅紙、NHK 等）、連携学会との共同イベント（技
術⼠を⽬指そう説明会）や PMI12/PMAJ13との CPD 相互認証協定締結、国際活動も含めた経
営⼯学部⾨と総合技術監理部⾨の役割整理を進めるといった意⾒が記載されていた。 

 
12 プロジェクトマネジメント協会 
13 ⽇本プロジェクトマネジメント協会 
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2.4.7 情報⼯学部⾨ 

技術⼠資格の活⽤促進の観点 

規模・難易度の⼤きい情報システムの構築・管理発注において、⼊札要件や評価で技術⼠
（情報）を明⽰し、⾼評価とするといった対応の提案が記載されていた。 

技術⼠の認知度向上の観点 

情報処理技術者試験合格者への第⼀次専⾨科⽬免除や情報処理学会との覚書に基づく
CPD 連携、CITP14取得時の審査・申請料⼀部免除の継続・拡充に加え、デジタル庁との連携を
模索する。これにより、⾼度情報技術者コミュニティ内での可視化と資格価値の⼀貫性を⾼めると
いう趣旨の提案が記載されている。 

 

2.4.8 応⽤理学部⾨ 

技術⼠資格の活⽤促進の観点 

地質（⼟⽊・環境・災害・資源）の実務直結性を活かし、CPD 取得に資する講演会・⾒学会
の充実、地球物理・地球化学の地球環境課題に関する広範な知識・研究の情報提供、物理・化
学分野は他⼯学部⾨と連携した基礎知識・研究の共有を進めるという趣旨の提案が記載されて
いる。 

技術⼠の認知度向上の観点 

論⽂・著書・講演等で質の⾼い情報を提供し、肩書に「技術⼠（応⽤理学部⾨）」を明記して
社会的認知を積み上げる、⼊札要件での競合資格に対し、技術⼠の優位性を継続的に⽰すとい
った提案が記載されている。 

 

2.4.9 環境部⾨ 

技術⼠制度の活⽤促進の観点 

技術⼠保有による公的資格の優遇措置（例：⼟壌汚染調査技術管理者における経験要件
優遇）を⾒える化し、技術⼠会 HP 等で分かりやすく PR する（環境省資料の階層が深く分かり

 
14 認定情報技術者 
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づらい点を改善）。環境計量⼠登録の条件で技術⼠（環境測定）の優遇追加に向けた働きか
けを継続する。 

技術⼠の認知度向上の観点 

所属組織・部会主催の講演会等を通じ、資格・職務経験・CPD・責務と権限・メリットを若⼿へ
地道に周知する。 

2.4.10 総合技術監理部⾨ 

技術⼠制度の活⽤促進の観点 

⾼難度業務の実施体制における管理技術者の要件として技術⼠（総合技術監理）を明⽰
し、品質保証計画等の管理者要件にも組み込むといった提案が記載されていた。また、CPD 必須
の更新制度導⼊、CPD 認定者の上位位置付け、評価⼿続きの簡素化を通じて信頼性と供給数
を強化することや、CPD 認定の総合技術監理技術⼠については、横断領域で専任技術者を担務
できる制度整備を関係省庁に働きかける、といった提案もあった。 

技術⼠の認知度向上の観点 

技術⼠会 HP や機関誌で活⽤事例を継続発信し、20 部⾨協働のプラットフォームを通じた
SDGs・脱炭素等の横断提⾔を社会実装へつなげるという提案があった。 

2.4.11 横断的観点 

技術⼠資格の更新制度の導⼊、技術者倫理 CPD の活性化、CPD 認定技術⼠の上位位置
付けと評価⼿続き簡素化等については、複数技術部⾨におけるアンケート調査結果に⾔及があった
ことから、信頼性と⼈材供給⼒を⾼める共通施策となりうると考えられる。 

また、⼤学・NPO・関係学協会との連携拡⼤、20 部⾨協働のプラットフォーム構築、⽂科省
（実務家教員）等への横断的働きかけによる技術⼠価値を拡⼤といった意⾒も複数寄せられて
いた。 

さらに、SDGs や脱炭素など⼤課題に対するガイドライン・指標を各部⾨で整備し、産業界・政策
⽴案への提⾔を継続的に⾏うことで、社会的認知と需要創出を同時に図るという意⾒も複数の部
⾨で⾔及されていた。 

2.5 机上調査結果まとめ 

各部⾨の現状・課題から以下図表 3 のように、⺠間企業、公共団体、⾼等教育機関の３つに
分類し横断的な課題を整理した。地域性に関して、調達・⼊札等の情報や地域における採⽤情報
等をベースに⾏った机上調査の中で各部⾨における特徴的な課題は⾒受けられなかった。 
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図表  3. ⺠間企業の横断的課題 

カテゴリ 共通課題の概要 具体的事例・背景情報 

認知度格差 
 ⼤⼿企業では⼀定の認知度がある⼀⽅、

中⼩企業や特定業種では技術⼠資格の
存在やメリットが⼗分に認知されていない 

 船舶・海洋部⾨：⼤⼿重⼯業は
研修⽀援ありだが資格補助なし 

 繊維部⾨：⼤⼿繊維企業では認
知度ありだが中⼩は低い 

名誉職化・
業務直結性
の低さ 

 「名誉資格」としてのイメージが強く、資格取
得者が直接業務に関与しない事例が多い 

 船舶・海洋部⾨：資格者が社内
教育や技術⽂書執筆に留まる場合
あり 

資格取得⽀
援の不⾜ 

 費⽤補助や昇進要件化など制度⾯の⽀
援が限定的 

 教育プログラムがある企業は⼀部に限られ
る 

 ⼤⼿企業では建設部⾨を中⼼に第
⼀次・第⼆次試験対策や論⽂講
座など体系的⽀援あり 

 本調査対象の技術部⾨については
資格取得⽀援に関する⼗分な公表
情報は識別されていない 

現場経験優
先⽂化 

 資格よりも実務経験が評価され、技術⼠
資格がなくとも実務を実⾏できる事例が多
く、技術⼠の採⽤・教育・評価を企業として
実施する必要性がそこまでない 

 企業における技術⼠在籍によるインセンティ
ブ設計が希薄 

 技術部⾨により濃淡はあるが、「現
場⼒＝評価」⽂化が根強い 

他資格との
競合 

 現場直結型資格が優先される傾向にある 

 業務要件として優先される具体例と
して、施⼯管理技⼠、RCCM、測量
⼠、TES（繊維製品品質管理
⼠）、⾮破壊検査技術者等 

 

⼤⼿では⼀定の認知がある⼀⽅、中⼩や特定業種では技術⼠の存在・メリットが⼗分浸透せ
ず、船舶・海洋や繊維などで差が顕著である。資格は「名誉職」的で業務直結性が弱く、資格者
が社内教育や技術⽂書執筆にとどまる例もある。費⽤補助や昇進要件化など取得⽀援は限定
的で、建設中⼼に第⼀次試験・第⼆次試験対策や論⽂講座など体系⽀援を持つ企業もあるが
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広がりは限定的な傾向がある。現場経験重視の⽂化が強く、技術⼠在籍のインセンティブ設計も
弱い上、施⼯管理技⼠、RCCM、測量⼠、TES、⾮破壊検査など現場直結型資格が優先されが
ちである。 

図表  4. 公共団体の横断的課題 

カテゴリ 共通課題の概要 具体的事例・背景情報 

資格要件の
明記 

 建設部⾨を除き、⼊札要件や募集要項に
技術⼠資格が必須とされる事例は少ない
「歓迎」や「参考」⽌まりが多い 

 船舶・海洋部⾨：ダム統合管理
事務所案件で要件化されたが稀 

 森林・⽔産部⾨：歓迎記載はあ
るが必須ではない 

活⽤事例の
限定性 

 特定プロジェクト（港湾整備、防災、災害
復旧など）に限定され、全体として活躍機
会が少ない 

 ⽣物⼯学部⾨：活⽤事例情報な
し 

 航空・宇宙部⾨：公共団体で活
⽤事例は識別されていない 

他資格への
置き換え 

 法定必須資格（施⼯管理技⼠、測量⼠、
環境計量⼠等）で代替される傾向がある 

 ⽔産部⾨：RCCM や施⼯管理技
⼠が現場配置要件で優先される 

地域・組織
間の認知度
差 

 ⼀部⾃治体や特定団体では⾼認知度だ
が、制度の認知度には地域差が認められる 

 建設部⾨は全国的に⾼認知度だ
が、森林・繊維・資源⼯学は地域
差がある 

社会課題対
応の制度化 

 脱炭素、防災、資源循環などで技術⼠資
格が有効であると考えられるが、制度上必
須条件に組み込まれていない傾向がある 

 資源⼯学部⾨：災害廃棄物対
策で有効だが資格要件に記載がな
い 

情報発信 
 資格保有者の活躍事例が公式媒体・公募

情報で⼗分に確認できない 

 原⼦⼒・放射線部⾨：原⼦⼒規
制委員会において教育訓練免除
や記事執筆などの事例はある 

 

 建設を除き⼊札要件や募集要項で技術⼠必須は稀で、「歓迎」「参考」⽌まりが多く、船舶・
海洋でダム統合管理事務所案件が要件化されたが例外的である。活⽤は港湾整備、防災、災害
復旧など特定プロジェクトに限られ、⽣物⼯学や航空・宇宙では活⽤事例が識別されていない。施
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⼯管理技⼠、測量⼠、環境計量⼠、RCCM など法定・現場配置要件資格への置き換え傾向が
強い。認知度は地域・組織間で差があり、建設は全国的に⾼いが森林・繊維・資源⼯学はばらつ
きがある。脱炭素、防災、資源循環で有効でも制度上必須化は進まず、資源⼯学の災害廃棄物
対策にも要件記載はない。公式媒体での活躍事例発信も不⾜し、原⼦⼒規制委員会における教
育訓練免除や記事執筆など散発的事例にとどまっている。 

図表  5. ⾼等教育機関の横断的課題 

カテゴリ 共通課題の概要 具体的事例・背景情報 

技術⼠資格
の公式な案
内 

 建設部⾨など⼀部を除き、⼤学・⾼専で技
術⼠資格が公式に案内される事例は少な
い 

 ⽔産、⽣物⼯学等、確認できない
部⾨あり 

教育機関の
課程名称と
技術⼠部⾨
名称 

 建設、農業部⾨など学科名と関連性があ
り分かりやすい課程がある⼀⽅、他の分野
のプログラムに包含されている部⾨もある 

 航空・宇宙、船舶・海洋、原⼦⼒・
放射線等は、機械や電気などの
JABEE 認定プログラムの修了者が
多い 

活⽤ニーズ
の制度化 

 活⽤ニーズがある可能性はあるが、募集要
項や採⽤条件に資格が明記されない傾向
がある 

 農業部⾨：教員公募で歓迎される
が必須条件ではない事例がある 

キャリアパス 
 学⽣が資格取得後にどの業界・職務で活

躍できるかの情報提供が少ない 

 ⽔産部⾨：資格の活躍事例が教
育現場に共有されていない事例が
ある 

 

建設など⼀部を除き、⼤学・⾼専で技術⼠資格を公式に案内する事例は少なく、⽔産・⽣物⼯
学では確認できない。教育機関の課程名称は建設・農業のように学科名と対応し分かりやすいプロ
グラムがある⼀⽅、航空・宇宙、船舶・海洋、原⼦⼒・放射線は機械や電気などの JABEE 認定プログ
ラムの修了者が多く、可視性が低い。活⽤ニーズはある可能性があるが、教員公募や採⽤条件に資
格必須を明記するケースは限られ（農業で歓迎⽌まり）、制度化が進んでいない。学⽣へのキャリ
アパス提⽰も不⾜し、⽔産では資格の活躍事例が教育現場に共有されていないことがある。 
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3 ヒアリング調査 

3.1 調査の⽅法 

本調査では、技術⼠制度の課題・活⽤実態を把握するため、国内外の⽂献・ウェブ情報の机上
調査に加え、以下 6 項⽬（①認知度・理解度、②活⽤状況、③⼈材ニーズ・課題、④活⽤可能
性、⑤認知度向上の意⾒、⑥その他）に関する内容に関して、⼀般企業及び⾮⺠間団体
（例：独⽴⾏政法⼈・公的機関・地⽅公共団体）を対象に 5 団体にヒアリングを実施した。 

図表  6. ヒアリング内容 

（１）技術⼠資格の認知度・理解度について  

 技術⼠資格について、組織内での認知度・イメージ 

 技術⼠資格取得者または技術⼠補が在籍しているかどうか 

 

（２）技術⼠資格の活⽤状況・未活⽤の理由について 

 過去に技術⼠資格取得者を採⽤・活⽤した経験の有無 

 技術⼠資格を活⽤していない理由や、現状活⽤に⾄っていない背景（例：必要性を感じ
ていない、資格内容やメリットが不明、採⽤市場にいない、コスト・制度⾯の課題等） 

 

（３）技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について 

 事業や業務で求められる技術者像やスキルセット 

 技術者⼈材の採⽤や育成、学内でのキャリアパスに関する課題 

 

（４）技術⼠資格の活⽤可能性・期待について 

 現状活⽤できていないが、今後活⽤可能性があると考えられる場⾯や業務のイメージ 

 技術⼠資格を活⽤するために必要だと感じる組織内制度や外部⽀援 

 

（５）技術⼠資格の認知度向上・広報に関するご意⾒ 

 誰をターゲットにすると、効果的な情報提供や広報活動となるか 

 技術⼠資格について、どのような情報提供や広報活動があれば理解が深まると感じるか 

 組織にとって有益だと感じる広報⼿段（例：セミナー、事例紹介、専⾨誌等） 

 

（６）その他、ご意⾒・ご要望 
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 技術⼠資格制度や制度運⽤に対するご意⾒ 

 

 

3.2 ヒアリング先の選定⽅法 

机上調査の状況を踏まえ、活⽤状況の詳細な把握とユースケースの収集を⽬的とし、技術⼠が
所属する企業に対するヒアリング調査を実施した。また、ヒアリング先については、⺠間企業 2 社、
公共団体 2 社、⾼等教育機関 1 社 合計 5 団体のヒアリングを実施した。 

図表  7. ヒアリング先⼀覧 

No. 団体名（匿名） 区分 

1 A ⺠間企業 

2 B ⺠間企業 

3 C 公共団体 

4 D 公共団体 

5 E ⾼等教育機関 

 

3.3 ヒアリング結果まとめ 

図表  8. ヒアリング調査結果（概要版） 

（１）技術⼠資格の認知度・理解度について  

 建設・⼟⽊分野では社内外の認知度が⾼く、会社として取得を推奨し、「技術の指標と
して最⾼レベル」と位置付ける声がある。 

 船舶・海洋・⽔産系などでは認知度が低い傾向がある。 

 「⾼度な知識よりも現場経験に理解のある⽅」という資格イメージがあり、職場内で⾼評
価につながりにくいとの指摘がある。 

（２）技術⼠資格の活⽤状況・未活⽤の理由について 

 建設・⼟⽊分野では、公共⼊札における加点や配置要件（例：⾼速道路会社の⼀
貫発注における設計管理技術者配置）として活⽤が進んでいる。 
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 船舶・造船現場などでは、顧客から資格の有無を問われることが少なく、活⽤が進んで
いない。 

 外部有識者として公共団体に起⽤されるケースはあるが、資格の有無が必ずしも選定基
準とはならず、技術⼠会を経由しての起⽤は少数である。 

（３）技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について 

 ⼈命に関わる公共インフラの施⼯・維持管理や、⾼度専⾨性が必要な DX 領域でのニ
ーズが⽰唆される。 

 有資格者の⾼齢化が進んでおり、若⼿への普及・促進には有資格者による経験共有が
重要である。 

 船舶分野では成果物の品質が重視され、資格との関連が薄く、取得意欲が⾼まりにく
い。 

 建設コンサル分野では資格要件のある業務が多く、ニーズが⾼い。 

 公共団体では外部有識者に⼀定割合の現場経験者を求めるが、社内で技術⼠取得
を必須としていない。 

（４）技術⼠資格の活⽤可能性・期待について 

 顧客への技術説明時に、名刺への資格記載が安⼼感につながる効果がある。 

 専⾨知識があれば、無資格者でも説明できてしまうケースがある。 

 国家資格⼿当や難易度区分による⼿当、必要時の費⽤補助・受注加点などの⽀援を
会社が実施しているケースがある。 

 建設コンサル等では公共事業の⼊札要件として活⽤されているが、他分野でも⼊札要
件化が進めば取得促進が⾒込まれる。 

 普及・拡⼤に向けては、RCCM との連携容易化、社内勉強会、技術⼠会による⽀援な
どの検討余地がある。また、他資格との差別化が不明瞭である点や、実務要件である
現場経験を積んでいる時期の技術⼠補のモチベーション維持が課題である。 

（５）技術⼠資格の認知度向上・広報に関するご意⾒ 

 業界・分野によっては「希少だが認知度が低い」というケースがあり、学⽣へのアピールによ
り、実務経験後の「ゴール資格」として⽬指してもらう発信が有効である。 

 組織として「技術⼠レベルの技術」を追求している姿勢を発信することが、資格取得の動
機付けにつながる。 

 課題として、学⽣の認知度が低い、地⽅⾃治体では活⽤機会が少ない、活⽤事例やメ
リットの詳細情報が不⾜しておりイメージがしづらいなどの声がある。⼤学へのポスター掲
⽰など、部⾨横断での認知向上策が求められる。 
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（６）その他、ご意⾒・ご要望 

 ⼀級⼟⽊施⼯管理技⼠（国交省）と技術⼠（⽂科省）の管轄差がある⼀⽅、調
達では同等の位置付けであるため、最⾼峰資格としてのメリットが乏しく、より容易な資
格が選ばれがちである。 

 より詳細な活⽤事例公開（企業 HP 掲載等）、連携資格の拡⼤、受験仕様の簡略
化、受験回数・試験地の⾒直し、筆記合格者の複数年受験権付与、学⽣への認知
向上が求められる。 

 

3.4 ヒアリング結果（詳細） 

（１） 技術⼠資格の認知度・理解度について  

 社内での認知度は⾼く「技術の指標として最⾼レベル」と位置づけ、会社として取得を推
奨している（C） 

 建設・⼟⽊分野では学⽣時代からのロールモデルもあり認知度が⾼い⼀⽅、船舶・海洋
では低い可能性がある。（A） 

 建設コンサルタント業を⽣業とする会社として社員全員が認知しており、技術者・管理者
には取得を推奨している。（B） 

 「学識より現場経験を理解している⼈」というイメージ。職場内で⾼評価につながることは
少なく、資格必須業務は主に建設分野との認識。（D） 

 ⽔産部⾨の登録者が少ない。また、JABEE 修了者への情報共有が不⾜しており、新⼊
⽣オリエンテーション等で周知予定。（E） 

（２）技術⼠資格の活⽤状況・未活⽤の理由について 

 建設・⼟⽊では公共⼊札で加点や配置要件があり活⽤されている理解。⾼速道路会
社の⼀貫発注では設計管理技術者配置に活⽤されている。（A） 

 技術⼠は専⾨性の信頼につながることから、建設⼟⽊での活⽤が進んでいる。（C） 

 公共⼊札で受注要件上必須となる案件が多い。（B） 

 造船現場では顧客から資格の有無を問われず、活⽤は進んでいない。（A） 

 外部有識者として起⽤することはあるが、選定基準は資格有無ではなく必要な知⾒の
有無。技術⼠会経由の起⽤事例は少数。（D） 

（３）技術者⼈材の活⽤ニーズ・課題について 
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 ⼈命に関わる公共インフラの施⼯・維持管理（例：ダム施⼯管理⽀援）、⾼度専⾨性が
必要な DX 領域にニーズがあるのではないか。⼀⽅、若⼿促進には有資格者の経験共有が
必要だと考える。（推奨年齢 30〜40 代だが実際は 50 代取得が多いことから）（C） 

 技術⼠は選択肢の⼀つで、熟練⼯としてのスキルがあれば必ずしも技術⼠でなくともよい。
船舶は成果物の品質担保を重視しており、資格有無との関連性が薄いため、資格取得意
欲が⾼まりにくい。（A） 

 資格要件が必要な業務が多く、有資格者または受験者が求められる。複数部⾨保有やコ
ミュニケーション・マネジメント⼒も必要。キャリアマップで年次⽬標設定・⾯談・費⽤負担など
を⾏い育成していく必要がある理解。（B） 

 外部有識者選定で現場経験者を 2〜3 割求めるが、社内で技術⼠取得までを期待してい
るわけではない。（D） 

（４）技術⼠資格の活⽤可能性・期待について 

 顧客先での技術説明時、名刺等に資格記載があると安⼼感につながる。ただし専⾨知識
があれば無資格者が説明する場合もある。（A） 

 国家資格には⼿当を⽀給。約 80 種の資格を難易度で区分し⼿当額を決定。会社として
の育成制度はないが、必要な場合は事業部で費⽤負担。受注加点等の営業メリットを鑑
み補助することもある。（A） 

 他分野でも⼊札要件に含めることで取得促進につながるとの理解。（C） 

 有事の際の復興計画策定で公共団体と協⼒協定を結ぶなどの貢献を期待。RCCM との
連携（先に取得していれば容易化）を要望する。社内勉強会や社内技術⼠会での⽀
援、経験蓄積中のモチベーション維持が課題ではないか。（B） 

 委員会等の外部有識者としての活躍を期待している。技術⼠メリットや他資格との差が不
明確である。（D） 

（５）技術⼠資格の認知度向上・広報に関するご意⾒ 

 造船現場では貴重な存在だが認知度が⾼くない。学⽣にアピールし、実務実績を積んだ後
の「ゴール資格」として⽬指してもらうのがよいのではないか。（A） 

 社内外に「技術⼠レベルの技術を追求している組織」であることを⽰すことが動機付けになる
のではないか。（C） 

 学⽣認知は低い傾向である理解。地⽅⾃治体では活⽤機会が少なく取得が進まない印
象もある。独占業務がなく⼀般認知が低いので、知名度向上と他資格との差別化が必要
ではないか。（B） 
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 活⽤事例の詳細やメリット情報が不⾜。技術⼠に会ったことがなくイメージがわかない。HP
に業務・活躍事例の詳細を掲載することが有効ではないか。（D） 

 部⾨に限らず技術⼠全体の認知向上が必要。各⼤学にポスター掲⽰を直接依頼する等の
対応が必要ではないか。（E） 

（６）その他、ご意⾒・ご要望 

 ⼀級⼟⽊施⼯管理技⼠（国交省）と技術⼠（⽂科省）の管轄が異なるが調達では同
位置づけ。最⾼峰としてのメリットが乏しく、より簡単な資格が選ばれがち。活⽤事例の公
開、連携資格の拡⼤を希望。（A） 

 受験仕様の簡略化、受験回数の減少、試験地の増加、筆記合格者の複数年受験権付
与、学⽣への認知向上が必要。（C） 

 技術⼠の業務や活躍事例等の詳細情報を HP に掲載し認知向上を図っていくことも必要
となる理解。（D） 

 

4 課題と改善案の検討 

4.1 船舶・海洋部⾨ 

4.1.1 ⺠間企業 

⺠間企業における技術⼠船舶・海洋部⾨の課題は、まず認知度の低さと業務ニーズとの乖離に
あると考えられる。造船業では品質担保の対象が船という成果物であり、個⼈資格の必要性が低
く、顧客から資格有無を問われることも少ないため取得意欲が⾼まりにくいと考えられる。また、建設
業のような⼊札優遇や必須要件がなく、資格活⽤事例が乏しいことも普及にあたっての課題と考え
られる。さらに、社内育成制度が限定的で、資格取得⽀援は必要時のみの補助に留まっている点
も今後の課題と考えられる。 

改善策としては、資格保有者が営業や顧客対応で信頼性を⾼めた事例を共有し、資格の価値
を可視化することが考えられる。学⽣や若⼿技術者への広報活動を強化し、キャリアゴールとしての
技術⼠像を提⽰することで動機付けを図ることが考えられる。また、業界団体や発注者と連携し、
資格保有による⼊札加点や業務上の優遇措置を導⼊し、制度的なメリットを付与することが普及
促進につながると考えられる。 
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4.1.2 公共団体 

公共団体における技術⼠船舶・海洋部⾨の課題は、まず資格活⽤の実態が不明瞭である点に
あると考えられる。港湾部や国交省関連機関では資格の重要性が認識されているものの、現場で
の具体的な活躍事例や⼈材確保の動機付けに関する情報が乏しく、制度的な意義が⼗分に伝わ
っていない点も課題として考えられる。また、⼊札要件として資格保有が求められる案件は限定的で
あり、資格取得者が公共団体内で活躍する機会が限られているという点もある。 

改善策としては、技術⼠資格保有者の業務事例や成果を積極的に公開し、港湾整備や防災
対策、海洋インフラ構築などでの活⽤モデルを⽰すことが考えられる。さらに、⼊札や委託業務の資
格要件に技術⼠船舶・海洋部⾨を広く組み込み、専⾨⼈材の需要を制度的に拡⼤することが望
ましい。併せて、公共団体と⼤学・研究機関の連携を強化し、政策⽴案や研究活動での資格者の
役割を明確化することで、若⼿技術者の取得意欲を⾼め、持続的な⼈材供給と資格普及を促進
することにつながると考えられる。 

4.1.3 ⾼等教育機関 

⾼等教育機関における技術⼠船舶・海洋部⾨の課題は、まず認知度の低さと制度的なキャリア
パスが⼗分ではない点が考えられる。船舶海洋分野を扱う⼤学は存在し、研究領域も技術⼠資
格と重なる部分が多いが、学⽣が取得可能な資格としては海技⼠が主であり、技術⼠の存在は
⼗分に知られていない可能性がある。また、技術⼠船舶・海洋部⾨は JABEE 認定プログラムが他
の分野のプログラムに包含されているため、船舶海洋系学部に学科名と関連性のある分かりやすい
JABEE 認定プログラムがなく、卒業後に技術⼠資格取得につながる仕組みが不在なため、理論と
実務を結びつけた教育や産業界ニーズへの対応説いた点も今後の課題と考えられる。 

改善策としては、JABEE 認定プログラム認定を受け、技術⼠資格取得を⾒据えたカリキュラム構
築を⾏うことが考えられる。さらに、産業界や公共団体と連携し、インターンシップや共同研究を通じ
て資格取得の意義と実務での活⽤事例を学⽣に提⽰することで、早期から興味を喚起できる。資
格取得⽀援制度や説明会を⼤学内で実施し、技術⼠を「専⾨技術者のゴール資格」として位置
付けることで、若⼿⼈材の育成と資格普及を同時に促進につながる可能性がある。 

4.2 航空・宇宙部⾨ 

4.2.1 ⺠間企業 

⺠間企業における技術⼠航空・宇宙部⾨の課題は、認知度の低さと活⽤事例の不⾜にある。
⼤⼿重⼯業では技術⼠の活躍が確認される⼀⽅、航空機製造企業では資格に関する情報がほ
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とんどなく、企業内での制度的⽀援や資格取得の動機付けが弱い。これは、資格の価値や具体的
な活⽤場⾯が現場に⼗分伝わっていないことが原因と考えられる。 

改善策としては、航空宇宙分野での技術⼠活躍事例を業界全体で共有し、設計・開発、品質
管理、国際規格対応などで資格保有者が果たす役割を明確化することが考えられる。また、企業
内で資格取得⽀援制度（受験費補助、試験準備時間の確保、社内教育プログラム）を整備
し、若⼿技術者が早期に資格取得を⽬指せる環境を構築することが望ましい。さらに、宇宙ビジネ
スや新素材・AI 活⽤など成⻑分野における資格者の活躍を広報し、専⾨性と信頼性の強化を通
じて企業競争⼒の向上につなげることが普及促進にあたって今後考えられる。 

4.2.2 公共団体 

公共団体における技術⼠航空・宇宙部⾨の課題は、認知度の低さと制度的活⽤機会が⼗分
ではない点が課題と考えられる。JAXA など航空宇宙関連業務を⾏う団体は存在するが、技術⼠
航空・宇宙部⾨⾃体の名称や役割が現場や政策担当者に⼗分浸透しておらず、資格者を積極
的に活⽤する仕組みも限定的である。また、宇宙基本計画で市場拡⼤が掲げられているにもかか
わらず、地⽅公共団体や関連機関での資格要件設定や活⽤事例が少ないため、⼈材確保や育
成の動機付けという観点でも課題があると考えられる。 

改善策としては、ロケット発射場整備や衛星データ活⽤、防災・地域振興などでの資格者活躍
事例を積極的に公開し、公共団体内外で資格の価値を明確化することが考えられる。さらに、⼊
札や委託業務の要件に技術⼠航空・宇宙部⾨を組み込み、資格保有者の採⽤・登⽤を促す制
度設計を⾏うことが望ましい。加えて、⼤学・研究機関や⺠間企業との連携を強化し、共同プロジェ
クトや政策⽴案に資格者を参画させることで、専⾨性を活かした公共サービスの質向上と資格普及
の両⽴を図ることが考えられる。 

4.2.3 ⾼等教育機関 

⾼等教育機関における技術⼠航空・宇宙部⾨の課題は、認知度の低さと資格取得への制度
的経路が⼗分とは⾔えない点が考えられる。航空宇宙⼯学を学ぶ⼤学は存在するが、JABEE 認
定プログラムが他の分野のプログラムに包含されているため、学科名と関連性のある分かりやすい
JABEE 認定プログラムがなく、卒業後に技術⼠資格につながる仕組みが整備されていないため、学
⽣が資格の存在や価値を⼗分に理解する機会が限られている可能性がある。また、産業界のニーズ
に対応できる実務⼒を育成するためには、理論教育と現場経験の接続が不⼗分であることも課題
と考えられる。 

改善策としては、航空宇宙系学部に JABEE 認定を受け、技術⼠資格取得を⾒据えたカリキュラ
ム設計を⾏うことが考えられる。さらに、⺠間企業や公共団体との産学連携を強化し、共同研究や
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インターンシップを通じて資格者の活躍事例を学⽣に提⽰することで、早期から取得意欲を喚起でき
るものと考えられる。⼤学内で技術⼠資格説明会や受験⽀援制度を整備し、資格を「専⾨技術
者の到達点」として位置付けることで、若⼿⼈材の育成と航空宇宙分野での資格普及を同時に促
進につなげられる可能性がある。 

4.3 繊維部⾨ 

4.3.1 ⺠間企業 

課題は、まず繊維部⾨の技術⼠資格の認知度が他部⾨と⽐較して低く、企業内での具体的な
活⽤像が共有されていない可能性がある点にある。⼤⼿の研究開発や⾼機能素材分野では活躍
余地がある⼀⽅、採⽤情報や職務要件に資格が明⽰される事例が⼗分でない点や、取得⽀援
制度も限定的で動機付けが今後の課題と考えられる。さらに、現場では繊維品質管理⼠など相対
的に取得しやすい資格が広く普及しており、品質・⼯程管理領域で技術⼠の役割が重複している
可能性がある。 

改善策としては、技術⼠保有者による活⽤事例を体系化し、検索可能な事例データベースとして
公開することが考えられる。繊維品質管理⼠等との役割補完関係を整理し、技術⼠が担う上流
（材料設計・プロセス設計・規格策定・評価⼿法構築）と下流（量産安定化・不具合解析・是
正予防）を明確化することが考えられる。企業内では資格⼿当、受験費⽤補助、勤務時間内学
習、社内メンター制度を整備することが考えられる。 

4.3.2 公共団体 

課題は⼊札や委託業務において繊維部⾨の技術⼠が要件・加点として明⽰される例が極めて
少なく、役割と適⽤領域が制度上⾒えにくい点が考えられる。ナノファイバー評価、防災⽤繊維資
材、官給品（制服、寝具、フィルター材）などで専⾨性を発揮できる余地はあるが、仕様策定・性
能評価・品質監査の場⾯での活⽤が⼗分に制度化されていないことも課題と考えられる。⼀⽅で、
地域繊維産業の⾼度化⽀援、伝統⼯芸の技術承継、新素材によるブランド化など、地域振興分
野では潜在的需要があると考えられる。 

改善策としては、地⽅⾃治体・公設試験研究機関における繊維関連事業（防災備蓄品調
達、学校・消防・警察の被服調達、空調・浄⽔フィルター更新、地域ブランド素材の規格化等）に
技術⼠の関与を要件または加点として明⽰することが考えられる。総合評価落札⽅式での技術評
価項⽬に「繊維部⾨技術⼠の配置」を加える、性能規定化の仕様書作成ガイドラインに技術⼠の
レビューを義務付ける等、制度的な位置付けを整えることが考えられる。併せて、⾃治体向けに活⽤
事例集を公開し、専⾨家名簿の整備、出前技術相談、補助⾦・実証事業の技術審査員への起
⽤など、接点拡⼤を図ることが考えられる。 
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4.3.3 ⾼等教育機関 

課題は、繊維系学部・学科において JABEE の直接的プログラムが少なく、他分野に包含されるこ
とで学⽣の認知が低い点である。加えて、学修成果と技術⼠の能⼒要件の接続が可視化されてお
らず、学⽣が資格取得後のキャリア像を描きにくいことが挙げられる。 

改善策としては、繊維関連カリキュラムと技術⼠能⼒（基礎・専⾨・総合化・倫理）の対応表
を整備し、JABEE プログラムとの整合や第⼀次試験等の優遇に関する最新の取り扱いを周知するこ
とが考えられる。産学連携、⻑期インターン、共同研究を通じて「開発・評価・規制対応・事業化」
を⼀体で体験できる科⽬を設け、技術⼠保有者を客員教員・実務家教員として招聘することも考
えられる。学内で受験ガイダンス、合格体験の共有、試験対策講座、メンター制度を提供し、活躍
事例・キャリアパスを電⼦冊⼦化して容易にアクセスできる環境を整えることで普及促進につながる
可能性がある。 

4.4 ⾦属部⾨ 

4.4.1 ⺠間企業 

課題は、⾦属分野では現場経験が重視され、溶接管理技術者や⾮破壊検査技術者等の資
格が優先されやすく、技術⼠の必要性が求⼈・職務要件で可視化されていない点にあると考えられ
る。その結果、受験・取得⽀援制度が乏しく、設計・材料選定・腐⾷防⾷・破壊解析・熱処理とい
った上流技術における技術⼠の価値が認識されにくいと推察される。 

改善策としては、設備停⽌時間の短縮、故障再発防⽌、材料原単位削減、寿命延⻑・LCC
低減等を指標に、技術⼠関与による効果を定量化した事例を収集・公開する。⽣産技術・保全・
品質保証・設計の横断課題に技術⼠を配置する職務を定義し、資格⼿当・受験⽀援・社内ロー
テーション・研究会参加費補助を制度化する。社内の別資格とのスキルマップ連携（例：溶接管
理＝施⼯、⾮破壊検査＝検査、技術⼠＝設計・根本原因解析・規格適合）を明確にし、役割
を⽰すことが挙げられる。 

4.4.2 公共団体 

課題は、橋梁・鋼構造物・⾦属製設備の調査・点検・補修等で技術者資格が評価される事例
はあるものの、⾦属部⾨の部⾨指定が⼗分に⾏われていない点である。そのため、腐⾷環境評価、
疲労寿命予測、補修⼯法選定など専⾨性の⾼い業務でも、技術⼠配置の実効性が制度設計に
反映されにくい点も課題と考えられる。 
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改善策としては、点検・診断・補修設計の発注仕様に「⾦属部⾨の技術⼠」を配置要件または
加点項⽬として明記し、総合評価の技術点に反映する。鋼橋定期点検要領や鋼構造物維持管
理指針への参画・改訂提案を通じて、部⾨指定の妥当性を明確化することが挙げられる。 

4.4.3 ⾼等教育機関 

課題は、⾦属材料・プロセス⼯学の JABEE 認定は存在するが、企業側の求⼈情報で技術⼠が
⼗分に評価・可視化されておらず、学⽣の関⼼が⾼まりにくい点にあると考えられる。研究室での専
⾨学修（溶接、相変態、腐⾷、加⼯、AM 等）と技術⼠能⼒の接続が学⽣に伝わりにくいこと
も挙げられる。 

改善策としては、学⼠・修⼠段階での資格取得ロードマップ、実務経験の積み上げ⽅、別資格と
の相互補完をガイダンス化することが今後考えられる。学科横断で試験対策セミナーやケーススタディ
講義を⾏い、共同研究・寄附講座・インターンを通じて採⽤と取得⽀援に結び付けることが考えられ
る。 

 

4.5 資源⼯学部⾨ 

4.5.1 ⺠間企業 

課題は、資源⼤⼿では資格⽀援の例が⾒られる⼀⽅、サプライチェーンの中⼩企業では技術⼠
の認知・活⽤像が⼗分に浸透していない点が考えられる。GX・サーキュラーエコノミーの潮流の下、資
源評価から設備導⼊・運転・環境影響まで⼀気通貫のマネジメント需要は⾼まるが、資格のメリッ
トが事業 KPI に紐付いていないと考えられる。 

改善策としては、資源量評価、プロセス選定（選鉱・製錬・回収）、EHS15・環境影響評価、事
業性評価、操業最適化までのバリューチェーンにおける技術⼠の関与モデルを可視化し、成果指標
（回収率向上、CO2 排出原単位削減、⽔使⽤量削減、残渣有効利⽤率向上、許認可リードタ
イム短縮）で事例を提⽰する。中⼩企業向けに受験・活⽤ガイド、補助⾦・実証事業への申請⽀
援パッケージを整備し、業界団体と連携して資格保有者コミュニティを形成し、共同受験対策・OJT
の機会を提供することが挙げられる。 

 
15 Environmental Health & Safety 
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4.5.2 公共団体 

課題は、脱炭素計画策定等で資源⼯学部⾨の技術⼠が明⽰される例はあるものの、他の公共
事業では要件化・加点化が限定的で、制度的需要が⼗分に創出されていない点が考えられる。地
熱開発、最終処分場・鉱⼭跡地管理、廃棄物資源化、地域循環共⽣圏の設計などで⾼度な専
⾨性が必要にもかかわらず、活⽤枠組みが⼗分ではない可能性がある。 

改善策としては、⾃治体の脱炭素ロードマップ、資源循環計画、地熱・地下資源のポテンシャル
調査、公設処理施設の最適化等の業務で資源⼯学部⾨の技術⼠配置を発注仕様に明記する
ことが考えられる。総合評価落札⽅式での技術点や技術提案の評価項⽬に、資源評価・LCA16・
環境影響評価の専⾨性を持つ技術⼠の参画を加点化することが考えられる。鉱⼭跡地の酸性排
⽔対策、CCS 適地評価、メタネーション原料回収、都市鉱⼭の⾼度選別等のモデル事業を創設
し、成果と⼈材要件を公開して制度定着を図ることが挙げられる。 

4.5.3 ⾼等教育機関 

課題は、資源⼯学に直接対応する JABEE プログラムが他分野に包含される形が多く、学⽣が資
源⼯学技術⼠としてのキャリアや社会的役割を具体的に描きにくい点が考えられる。教育・研究機
関における活⽤事例が可視化されておらず、GX・SDGs との接続も⼗分ではない可能性がある。 

改善策としては、資源評価、選鉱・製錬、循環資源⼯学、地熱・地圧、環境修復、LCA・
TCFD17対応といった科⽬群を技術⼠能⼒とマッピングし、JABEE との整合や第⼀次試験等に係る
取り扱いを明確に周知することが考えられる。現場実地（フィールド実習、鉱⼭・リサイクルプラント
⾒学）、産学官の共同 PBL（FS 策定演習、EIA、操業最適化）、⻑期インターンを拡充し、教
員・実務家技術⼠の両⾯で教育と実務の往還を促す。資格取得ガイド、キャリアパス事例集、メン
ター制度を整備し、学⽣が早期から資源⼯学技術⼠をキャリアゴールの⼀つとして認識できる環境を
作ることが考えられる。 

4.6 建設部⾨ 

4.6.1 ⺠間企業 

⺠間企業における技術⼠建設部⾨は、認知度が⾼く制度的活⽤も進んでいると考えられる。公
共⼯事や建設コンサルタント業務では⼊札要件として資格保有が求められるため、業界全体で「専
⾨家」としての地位は確⽴しているが、近年の建設分野では設計・施⼯に加え、維持管理やアセッ

 
16 ライフサイクルアセスメント 
17 気候関連財務情報タスクフォース 
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トマネジメント、GX 推進、AI 導⼊など新しい技術領域への対応⼒が求められている。現場に新技
術を適⽤するためには、資格者の知識更新やスキル拡張が今後の課題として考えられる。 

改善策としては、資格取得後の継続教育プログラムを企業主導で整備し、新技術や環境対応
に関する研修を実施することが考えられる。また、若⼿技術者に対して資格取得の意義とキャリア形
成のモデルを提⽰し、受験⽀援制度（費⽤補助、学習時間確保）を充実させることで⼈材層の
向上につながるものと考えられる。さらに、資格者が新技術導⼊プロジェクトや国際案件で活躍する
事例を業界内で共有し、専⾨性と信頼性を活かした企業競争⼒の強化につなげることが望ましい。 

4.6.2 公共団体 

公共団体における技術⼠建設部⾨の課題は、認知度や制度的活⽤が⾮常に⾼い⼀⽅で、都
市インフラの⽼朽化対策や災害復旧計画、カーボンニュートラル推進などの社会課題に対応するた
め、多くの新技術に適応できるスキルセットが今後必要になる点にあると考えられる。⼟⽊・建築の
専⾨技術⼒に加え、デジタル技術適応⼒や多分野協働⼒、プロジェクト全体のマネジメント能⼒、
法規制対応⼒、住⺠説明・合意形成⼒など幅広い能⼒が不可⽋である。現場に新技術を適⽤
し社会課題を解決するためには、資格取得後の継続的な知識更新とスキル拡張が求められていく
可能性があることも課題となり得ると考えられる。 

改善策としては、公共団体が主体となり資格者向けの⾼度研修プログラムや異分野連携研修
を整備し、AI・データ解析、業務効率化などの新分野にも対応できる⼈材育成を進めることが考えら
れる。また、政策⽴案やアセットマネジメントにおける資格者の成功事例を積極的に発信し、若⼿
技術者の取得意欲を喚起するとともに、公共サービスの質向上と資格普及を両⽴させる取り組み
が望まれる。 

4.6.3 ⾼等教育機関 

⾼等教育機関における技術⼠建設部⾨は認知度が⾼く、JABEE 認定プログラムも多数存在す
るが、現場で求められる実践的能⼒や新技術への対応⼒育成については課題となり得る。基礎学
⼒や専⾨知識に加え、問題解決⼒、マネジメント⼒、コミュニケーション能⼒、AI・データ解析や環境
対応などのスキルが今後必要となる可能性がある。⼀⽅で、資格取得の難易度や若⼿・⼥性技術
者の不⾜も課題となり得る。 

改善策として、産学連携や現場実習の拡充、資格取得⽀援制度の強化、資格者による教育・
メンタリングを通じ、学⽣の実務⼒とキャリア形成を促進することが考えられる。 
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4.7 農業部⾨ 

4.7.1 ⺠間企業 

農業部⾨の⺠間企業では、建設コンサルタントを中⼼に技術⼠（農業）資格の認知度が⾼
く、既に多くの⼤⼿企業で資格取得⽀援や社内教育体制が整備されていることは⼤きな強みであ
ると考えられる。例えば⽇本⼯営や建設技術研究所などでは、企業内⼤学の設置や e ラーニング、
資格取得者に対する⼿当・昇進要件の明⽂化など、資格取得とキャリアパスの両⾯で充実した⽀
援が実践されており、若⼿技術者が農業インフラ案件に参画しやすい環境が整いつつある。こうした
積極的な⼈材育成と資格取得⽀援は、今後も継続・拡充していくことが考えられる。 

⼀⽅で、農業部⾨の技術⼠有資格者は依然として他部⾨に⽐べて少数であり、今後は資格取
得者のロールモデル紹介や社内外での活躍事例の発信を強化し、技術⼠資格の価値や魅⼒を若
⼿社員に広く伝えることが考えられる。また、JABEE 認定プログラムで養成された⼈材の採⽤や、
JABEE 修了者への資格取得奨励も積極的に⾏うことで、基礎知識のある技術⼠補のキャリアパス
の可視化につなげることが考えられる。 

4.7.2 公共団体 

公共団体では、農林⽔産省や北海道庁、⽔資源機構などの現場で、技術⼠資格の知識や経
験が活かされていると推測される事例が既に存在し、農業⼟⽊・農村整備分野での専⾨性が⼀定
の評価を得る可能性がある。しかしながら、技術⼠資格を必須要件とした採⽤や配置は限定的で
あり、今後は専⾨職採⽤における技術⼠資格の明記、現職職員への資格取得⽀援のさらなる強
化を検討する余地があると考えられる。加えて、JABEE 認定プログラムを受けた若⼿や中堅職員に
対しては、処遇やキャリアパスの明⽰などを通じ資格取得への動機付けやキャリア形成⽀援を明確
化し、組織全体の技術⼠に対するプレゼンス向上、技術⼒の底上げを図ることが望まれる。 

4.7.3 ⾼等教育機関 

⾼等教育機関では、JABEE 認定プログラムが全技術部⾨の中でも⽐較的多い点が特徴であ
る。北海道⼤学や帯広畜産⼤学、東京農業⼤学などでも、技術⼠資格の知識や経験が活かされ
ていると推測される事例が既に存在する。⼀⽅、現時点では教育現場での技術⼠資格の明記や
採⽤要件化は限定的であるため、今後は JABEE 認定プログラムと連動した技術⼠受験⽀援を⼀
層強化し、⼤学等などで実際に働いている技術⼠との交流、現場実習やインターンシップ機会の拡
⼤を推進し、学⽣に対して資格取得の意義やキャリアパスを分かりやすく発信することで、資格と教
育現場をつなぐ体制構築を進めることが考えられる。 
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4.8 森林部⾨ 

4.8.1 ⺠間企業 

森林部⾨の⺠間企業では、国際航業やパスコ、アジア航測などの⼤⼿企業で技術⼠（森林部
⾨）資格が⼀定の評価を受けており、求⼈や⼈事制度でも「技術⼠歓迎」が明記されるなど、専
⾨職としての認知と処遇が進んでいる。今後は、森林分野の技術⼠資格者がまだ少数であることを
踏まえ、資格取得を⽬指す若⼿技術者の育成制度をさらに充実させるとともに、資格取得者には
年次表彰やキャリアアップの明確化などインセンティブを強化することが有効であると考えられる。
JABEE 認定プログラムの修了者の採⽤を積極化し、基礎学⼒・倫理観と現場⼒を兼ね備えた⼈
材の確保・育成を進めることが考えられる。また、技術⼠資格の外部へのアピールを強化し、⼊札や
提案時に在籍者を積極的に明⽰することで、企業価値向上にもつなげることができると考えられる。 

4.8.2 公共団体 

森林部⾨の公共団体では、⽇本森林技術協会や北海道⽴総合研究機構などで技術⼠資格
の知⾒が活⽤されうる事例が⾒られ、森林管理分野で⾼度な専⾨知識が求められている。ただし、
資格保有を必須とした採⽤や配置は依然限定的であるため、今後は資格者活⽤指針を策定し、
現場配置やプロジェクト推進において技術⼠資格者を積極的に活⽤する体制を整えることが考えら
れる。JABEE 認定プログラムを受けた若⼿職員の資格取得を⽀援する研修や奨励制度の導⼊も
効果的であると考えられる。 

4.8.3 ⾼等教育機関 

森林部⾨の⾼等教育機関では、宇都宮⼤学、岩⼿⼤学、千葉⼤学が JABEE 認定プログラム
を有しており、技術⼠資格と親和性の⾼いカリキュラムで⼈材育成が進んでいる。また、北海道⼤
学や東京⼤学などにおいても、技術⼠資格の知識や経験が活かされていると推測される事例が既
に存在する。⼀⽅、現時点では教育現場での技術⼠資格の明記や採⽤要件化は限定的であるた
め、今後は JABEE 認定プログラムと連動した技術⼠受験⽀援を⼀層強化し、⼤学等などで実際に
働いている技術⼠との交流、現場実習やインターンシップ機会の拡⼤を推進し、学⽣に対して資格
取得の意義やキャリアパスを分かりやすく発信することで、資格と教育現場をつなぐ体制構築を進め
ることが考えられる。 
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4.9 ⽔産部⾨ 

4.9.1 ⺠間企業 

⽔産部⾨の⺠間企業では、エイト⽇本技術開発やパシフィックコンサルタンツなどの⼤⼿建設コン
サルタントで技術⼠（⽔産部⾨）資格が⼀定の評価を受けており、求⼈情報にも明記されるな
ど、専⾨性が認識されている。JABEE 認定プログラムを修了した⼈材の採⽤や、RCCM 等他資格
者との複合的なスキル活⽤が進みつつある点はポジティブである。今後は、資格取得者のキャリアパ
スをさらに明確化し、資格⼿当の導⼊や⽔産インフラ案件でのリーダーポストの割当など、資格取得
のインセンティブを⼀層⾼めることが考えられる。また、資格取得⽀援体制を強化し、JABEE 修了者
の採⽤や資格取得奨励も積極的に進めることが考えられる。 

4.9.2 公共団体 

⽔産部⾨の公共団体では、⽔産⼟⽊建設技術センターや⽔産研究・教育機構などで技術⼠
資格の知⾒が⼀部活⽤されており、漁港・海岸整備や⽔産環境保全の⾼度専⾨⼈材のニーズが
存在すると考えられる。今後は、職員向けの資格取得⽀援（勤務時間内学習、受験費⽤補助
等）を導⼊することが考えられる。現場ニーズと資格内容のマッチングを⾒直し、資格活⽤⽅針を明
確化することで、専⾨性の⾼い⼈材の確保と組織⼒強化を図ることが考えられる。 

4.9.3 ⾼等教育機関 

⾼等教育機関では、東京海洋⼤学などで JABEE 認定プログラムが実施されており、海洋・⽔産
分野の基礎⼒と倫理観を備えた⼈材育成が進んでいるものと考えられる。これにより、学⽣が技術
⼠資格取得の受験要件を満たしやすい環境の素地が整備されている可能性がある。今後は、実
務家教員や技術⼠ OB/OG をより積極的に登⽤することや、資格取得⽀援プログラムの充実、
JABEE 認定プログラムとの連携の拡充を進めることが望ましい。資格取得の意義や活躍事例を発
信し、学⽣のキャリア形成⽀援を強化することで、資格取得意欲のさらなる向上につなげることがで
きるものと考えられる。 

 

4.10 ⽣物⼯学部⾨ 

4.10.1 ⺠間企業 

⺠間企業における技術⼠⽣物⼯学部⾨の課題は、⾷品・製薬・バイオ分野との関連性が⾼い
にもかかわらず、資格の認知度や活⽤制度が⼗分整備されていない可能性がある点と考えられる。
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新型コロナウイルス感染症対応、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、健康・医療などの社会
課題に対して、⽣物⼯学分野は持続可能な経済成⻑を実現する重要領域であり、品質管理、研
究開発、製造プロセス最適化など多⽅⾯で専⾨性が求められるものと考えられる。しかし、資格取
得者の採⽤・育成体制が不⼗分な企業も多く、活⽤には課題があるものと考えられる。改善策とし
ては、資格取得のメリットや活躍事例を業界内外に周知し、社内研修や資格取得⽀援制度を整
備することが考えられる。また、法規制対応や国際基準への適応⼒を活かし、新規事業やグローバ
ル展開の現場リーダーとして資格者を登⽤することで、企業競争⼒と社会課題解決の両⽴が期待
できる。 

4.10.2 公共団体 

公共団体における技術⼠⽣物⼯学部⾨の課題は、⾷品・製薬・バイオ関連事業との密接な関
係があるにもかかわらず、資格の認知度や活⽤制度が⼗分に整備されていない可能性がある点に
あると考えられる。政府が 2024 年に改定した「バイオエコノミー戦略」では 2030 年に 100 兆円規
模の市場創出を⽬指しており、この分野の公共団体での⼈材活⽤ニーズは⾼まると考えられる。⾷
品衛⽣管理、規制対応、バイオ事業評価などにおいて、資格者は⾼度な専⾨知識と法規制対応
⼒を発揮できるが、現状では活⽤実態や制度整備が⼗分ではない可能性がある。改善策として、
資格者の役割や活⽤⽅法を明確化し、組織内での認知度向上を図ることが考えられる。さらに、
資格取得⽀援や専⾨研修の導⼊、活躍事例の発信を⾏い、公共団体におけるバイオ分野の政策
⽴案や事業推進に資格者を積極的に登⽤することで、社会課題解決と産業振興の両⽴が期待
できる。 

4.10.3 ⾼等教育機関 

⾼等教育機関における技術⼠⽣物⼯学部⾨の課題は、JABEE 認定プログラムや資格案内によ
って⼀定の認知度がある⼀⽅、資格取得⽀援や活⽤事例の情報が⼗分に整備されていない可能
性がある点にあると考えられる。改善策としては、資格取得⽀援制度（学習時間確保、費⽤補
助、模擬試験の提供）や活躍事例の共有を通じて、資格者の役割を明確化することが考えられ
る。また、資格者を産学連携プロジェクトや社会課題解決型研究のリーダーとして登⽤し、教育現
場での実践的技術⼒向上とキャリア形成を促進することで、資格の価値と活⽤範囲を拡⼤できる
可能性がある。 
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4.11 原⼦⼒・放射線部⾨ 

4.11.1 ⺠間企業 

⺠間企業における技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の課題は、電⼒会社を中⼼に⾼い認知度と活
⽤実績がある⼀⽅、関連分野や⼀般企業への普及が⼗分進んでいない点にある。原⼦⼒発電施
設の保守管理、放射線安全対策、規制対応などで資格者の技術⼒は不可⽋であり、特に電⼒
業界では組織的な資格取得推奨が⾒られる。しかし、医療、廃棄物処理、プラントエンジニアリング
など他分野では活⽤事例が限られ、資格者の役割やメリットの周知不⾜が課題である。改善策と
して、電⼒業界以外の分野での成功事例を発信し、資格取得⽀援制度や異分野研修を整備す
ることで活⽤範囲を拡⼤することが考えられる。また、規制対応やリスクマネジメント能⼒を活かし、
事故時の技術的助⾔や安全性評価を担う⼈材として登⽤することで、企業の信頼性向上と社会
的安全確保に寄与する可能性があると考えられる。 

4.11.2 公共団体 

公共団体における技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の課題は、原⼦⼒規制委員会や⽇本原⼦⼒
研究開発機構など⼀部機関で⼀定の認知度と評価がある⼀⽅、資格保有者の活躍の場や役割
が広く知られていない可能性がある点と考えられる。原⼦⼒規制、安全管理、放射線防護、⼯
業・医療・農業での放射線利⽤など多様な分野で専⾨知識と実務経験を持つ⼈材は政策⽴案
や規制業務、教育訓練に不可⽋だが、情報発信不⾜が活⽤拡⼤を阻んでいると考えられる。改
善策として、資格者の活躍事例や役割を公式媒体や研修を通じて広く周知し、資格取得⽀援や
活⽤環境を整備することが考えられる。さらに、災害対応や地域安全対策、⾏政⽀援などへの積
極的な登⽤により、公共団体の信頼性向上と社会的安全確保に寄与することが考えられる。 

4.11.3 ⾼等教育機関 

⾼等教育機関における技術⼠原⼦⼒・放射線部⾨の課題は、直接的な JABEE 認定プログラム
は１⼤学のみであるため、⼀部では⼀定の認知度があるものの、提供機関が限られており、全体的
な認知度・理解度が⼗分に浸透していない可能性がある点と考えられる。原⼦⼒・放射線分野の
技術⼠⼈材は、⾼度な専⾨知識と実務経験を活かして教育・研究指導や産学連携、社会との橋
渡し役を担えるが、その活⽤機会は限定的となっている可能性がある。改善策として、他⼤学への
JABEE 認定プログラムの拡充やカリキュラムへの資格情報の組み込み、資格取得⽀援制度の導⼊
が今後考えられる。また、資格者による講義や共同研究、外部機関との連携事例を積極的に発
信することで、学⽣や教員の関⼼を⾼め、原⼦⼒・放射線分野の⼈材育成と社会的信頼性向上
につなげることが期待される。 
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4.12 改善案の整理 

上記各部⾨の課題に対する改善案をとりまとめた上で、2.5 にて整理した部⾨横断的な課題に
対しての改善案を以下のように、⺠間企業、公共団体、⾼等教育機関の 3 つにとりまとめた。 

図表  9. ⺠間企業の横断的課題に対する改善案 

カテゴリ 共通課題の概要 改善案 

認知度格
差 

 ⼤⼿企業では⼀定の認知度がある⼀⽅、
中⼩企業や特定業種では技術⼠資格の
存在やメリットが⼗分に認知されていない
可能性 

 活躍事例を整備・公開する 

 業界団体と連携した中⼩企業向け
広報・セミナーを実施する 

 採⽤情報に「技術⼠歓迎」を明記し
認知を促進する 

名誉職
化・業務
直結性の
低さ 

 「名誉資格」としてのイメージが強く、資格取
得者が直接業務に関与しない事例が多い 

 設計審査、品質保証、規制対応、で
資格者の配置・署名を社内制度化
する 

 資格者をプロジェクト技術責任者・品
質責任者に任⽤する 

資格取得
⽀援の不
⾜ 

 費⽤補助や昇進要件化など制度⾯の⽀
援が限定的 

 教育プログラムがある企業は⼀部に限られる 

 ⽀援パッケージ（受験料全額補助、
学習休暇、就業内学習時間、合格
⼀時⾦、⽉額⼿当、メンター制、模擬
⾯接等）を整備する 

 昇進・役職要件に資格を⼀部連動さ
せ動機付けをする 

現場経験
優先⽂化 

 資格よりも実務経験が評価され、技術⼠
資格がなくとも実務を実⾏できる事例が多
く、技術⼠の採⽤・教育・評価を企業として
実施する必要性が⼤きくない 

 企業における技術⼠在籍によるインセンティ
ブ設計が希薄 

 社内の評価制度を⾒直し、実務経
験と資格の双⽅を指標化する 

 国・⾃治体の⼊札要件に技術⼠歓
迎・加点の事業を増やすことで企業の
インセンティブを強化する 
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他資格と
の競合 

 現場直結型資格が優先される傾向にある 

 役割分担（技術⼠＝横断的設計・
規格・品質、他資格＝現場要件）
を策定・周知する 

 求⼈票で技術⼠を歓迎要件として明
記する 

 

⺠間企業では、技術⼠の価値を可視化するため、活躍事例の整理・公開や業界団体と連携し
た中⼩企業向けセミナー、採⽤広報での「技術⼠歓迎」表記などを検討する余地がある。名誉職
化の是正に向けては、設計審査・品質保証・規制対応での配置や署名の制度化、技術・品質責
任を担う役割への登⽤も⼀案となる。あわせて、受験料補助や学習休暇、合格⼀時⾦・⼿当、メ
ンター制度などの⽀援パッケージを整え、昇進との連動を段階的に図ることが考えられる。⼈事評価
は実務経験と資格の双⽅を評価軸とし、他資格との役割分担を整理して求⼈票にも反映する、と
いった進め⽅が望ましい。 

図表  10. 公共団体の横断的課題に対する改善案 

カテゴリ 共通課題の概要 改善案 

資格要件の
明記 

 建設部⾨を除き、⼊札要件や募集要項に
技術⼠資格が必須とされる事例は少ない
「歓迎」や「参考」⽌まりが多い 

 標準発注仕様・評価基準に技術
⼠を加点・配置要件とする 

 採⽤・公募要項に「技術⼠必須/
歓迎」を明記する 

活⽤事例の
限定性 

 特定プロジェクト（港湾整備、防災、災害
復旧など）に限定され、全体として活躍機
会が多くない 

 部⾨横断の事例を構築・公開し、
成果指標（品質・安全・審査通
過率・コスト縮減）を付与する 

 港湾・漁港・森林管理・農業⽤
⽔・衛⽣・バイオ・宇宙・資源循環
等の特定の分野でパイロット案件を
設定し、技術⼠参画を制度化する 

他資格への
置き換え 

 法定必須資格（施⼯管理技⼠、測量⼠、
環境計量⼠等）で代替される可能性があ
る 

 資格・役割分担を策定し、法定資
格は施⼯・計測、技術⼠は計画・
設計審査・品質・リスク・規制対応
を担当といった役割のすみ分けをす
る 
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 評価項⽬に「技術⼠参画の有無」
を加点化し、他の法定資格との連
携を促進する 

地域・組織
間の認知度
差 

 ⼀部⾃治体や特定団体では⾼認知度だ
が、制度の認知度には地域差が認められる 

 国・広域⾃治体がガイドラインを発
出し、最低基準（加点・配置）を
設定する 

 地域ブロック別に研修・説明会を実
施し成功事例を共有する 

社会課題対
応の制度化 

 脱炭素、防災、資源循環などで技術⼠資
格が有効であると考えられるが、制度上必
須条件に組み込まれていない傾向がある 

 社会課題関連事業で技術⼠配
置・加点を明記する 

 補助⾦・交付⾦の評価基準に技
術⼠参画を加点項⽬として組み込
む 

情報発信 
 資格保有者の活躍事例が公式媒体・公募

情報で⼗分に確認できない 

 公式サイト・調達ポータル等で技術
⼠活⽤事例・成果を常設公開する
（検索・ダウンロード可能） 

 公募時に「過去の技術⼠参画事
例」を付録として提⽰し応募の質を
⾼める 

 

公共団体では、調達・⼈事の両⾯で位置付けを強めることが考えられる。標準発注仕様や評価
基準に配置・加点を組み込み、採⽤・公募要項に「技術⼠必須／歓迎」を明記することが検討対
象となる。港湾・森林・農業⽤⽔・衛⽣・バイオ・宇宙・資源循環などでパイロット案件を設け、品質
や安全、審査通過率、コスト縮減といった指標付きで事例を公開する取り組みも有効と思われる。
法定資格と技術⼠の役割を整理し、評価項⽬に参画有無の加点を設ける⼯夫も⼀案である。地
域差の是正には、国・広域ガイドライン、ブロック別研修、公式サイトでの常設公開、過去参画事
例の付録提⽰などが考えられる。 

図表  11. ⾼等教育機関の横断的課題 

カテゴリ 共通課題の概要 具体的事例・背景情報 
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技術⼠資格
の公式な案
内 

 建設部⾨など⼀部を除き、⼤学・⾼専で技
術⼠資格が公式に案内される事例は少な
い 

 学部の HP に技術⼠資格案内ペー
ジを常設し、受験要件・技術⼠補・
部⾨⼀覧を明記させる 

 学内オリエンテーション・年次説明会
を定期開催する 

 シラバス・履修案内に資格関連情
報（受験要件への対応科⽬）を
記載する 

教育機関の
課程名称と
技術⼠部⾨
名称 

 建設・農業部⾨など学科名と関連性があ
り分かりやすい課程がある⼀⽅、他の分野
のプログラムに包含されている部⾨もある 

 学科の HP に認定状況と技術⼠受
験要件との関係を可視化する 

活⽤ニーズ
の制度化 

 活⽤ニーズがある可能性はあるが、募集要
項や採⽤条件に資格が明記されない傾向
がある 

 教員・実務家教員公募要項に技
術⼠を加点として明記する 

 産学連携・共同研究で技術⼠参
画を評価項⽬化し研究推進費の
配分に反映する 

 社会連携・地域プロジェクトで資格
者の役割と責任を制度化する 

キャリアパス 
 学⽣が資格取得後にどの業界・職務で活

躍できるかの情報提供が少ない 

 部⾨別キャリアパス（業界・職務・
必要スキル）とロールモデル集を作
成・公開する 

 OB/OG・実務家によるキャリア講
義・座談会を定期開催する 

 インターン・現場実習の連携先を拡
充し、資格志向の実務体験を提
供する 

 技術⼠補から第⼆次試験までのモ
デルを提⽰し、就職⽀援で資格と
職務の対応表を配布する 
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⾼等教育機関では、情報提供と制度化を段階的に進めることが考えられる。学部・学科の公式
サイトに技術⼠案内ページを設け、受験要件や技術⼠補、部⾨⼀覧を明記し、オリエンテーションの
定期開催やシラバスへの要件対応科⽬の記載を検討することも考えられる。JABEE 認定は認定状
況と受験要件の関係を可視化する表記が望ましい。活⽤ニーズの制度化として、公募要項への加
点明記や、産学連携で参画を評価項⽬化、社会連携プロジェクトで資格者の役割を整理するとい
った案が挙げられる。さらに、部⾨別キャリアパスとロールモデルの公開、OB/OG 講義、インターン拡
充、技術⼠補から第⼆次試験までのモデル提⽰と資格と職務の対応表の配布も考えられる。 

 

5 広報活⽤⽅策の提案 

5.1 課題解決のフェーズ 

 4.改善案の検討で提⽰した内容は、課題単位での検討結果である。しかし、現場において広報
活動を⾏い、改善を効果的に推進するためには、全体の関連性を踏まえたうえでフェーズごとに体系
化することが考えられる。そこで、各課題を解決フェーズごとに、①事例・ロールモデル周知、②活⽤施
策、③組織内⽀援・他資格との役割明確化・取得動機付け、の三段階に分類した。 

各フェーズの内容は以下のとおりである。 
①では、好事例の提⽰、実例・キャリア像を体系的に可視化して社会的認知を⾼める 
②では、技術⼠の位置づけや価値の明⽰を⾏う。 
③では、企業内の評価・配置・⽀援に組み込み、役割を明確化して定着を図る。 

この「実例で実証 →位置づけの明確化 → 組織で内在化」という流れが、技術⼠資格を最も
効率的に活⽤促進する⽅法であると考えられる。 
以下、図表 13 に各フェーズにおける⺠間企業・公共団体・⾼等教育機関の課題分類を⽰す。 

 

図表  13. 各フェーズでの⺠間企業・公共団体・⾼等教育機関における課題の分類 

No. フェーズ 
⺠間企業における 

課題 
公共団体における 

課題 
⾼等教育機関における

課題 

1 
事例・ロールモ
デル周知 

 認知度格差（⼤
⼿と中⼩企業・業
種間で認知度
差） 

 活⽤事例の限定
性（特定プロジェ
クトに限られる） 

 情報発信不⾜
（資格保有者の

 キャリアパス情報
不⾜（資格取得
後の活躍業界や
職務例が少な
い） 
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活躍事例が公式
媒体で確認できな
い） 

 地域・組織間の
認知度差（⾃治
体ごとの認知度
差） 

2 活⽤施策 

 資格取得⽀援の
不⾜（費⽤補
助・昇進要件化
など制度⾯⽀援
の限定性） 

 資格要件の明記
（建設部⾨以外
では必須要件が
少ない） 

 他資格への置き
換え（法定必須
資格による代
替） 

 社会課題対応の
制度化不⾜（脱
炭素、防災などで
必須条件化され
ていない） 

 技術⼠資格の公
式な案内制度の
不⾜ 

 活⽤ニーズの制度
化不⾜（募集要
項や採⽤条件に
資格明記がな
い） 

3 

組織内⽀援・
他資格との役
割明確化・取
得動機付け 

 名誉職化・業務
直結性の低さ
（資格取得者が
直接業務に関与
しない） 

 現場経験優先⽂
化（資格より実
務経験評価が優
先） 

 他資格との競合
（現場直結型資
格が優先される傾
向） 

― 

 教育機関の課程
名称と技術⼠部
⾨名称（分野に
よって分かりやすさ
に明確な差があ
る） 
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5.2 各課題解決フェーズの詳細 

5.2.1 ①事例・ロールモデル周知 

事例・ロールモデル周知フェーズでは、資格の価値と活⽤イメージを社会に広めるため、成功事例
や活躍する技術⼠のキャリア像を体系的に発信する。具体例として、企業や公共団体でのプロジェ
クト成果、災害対応や社会課題解決への貢献事例、学⽣向けのキャリアパス提⽰などがある。実
例を⽰すことで、関係者や潜在的取得者の理解と動機づけを⾼める⽬的がある。 

5.2.2 ②活⽤施策 

活⽤施策フェーズでは、技術⼠資格の位置づけを公式に明確化し、取得・活⽤を促進するための
制度的基盤を整える。具体的には、企業における昇進要件や業務配置条件への反映、公共団体
での⼊札要件や必須資格化、⾼等教育機関での公式案内やカリキュラムへの組込みなどが含まれ
る。制度により資格の価値を「⾒える化」し、活⽤の前提となる環境を確⽴することを⽬的としてい
る。 

5.2.3 ③組織内⽀援・他資格との役割明確化・取得動機付け 

組織内⽀援・他資格との役割明確化・取得動機付けフェーズでは、組織⽂化や評価制度に資
格活⽤を組み込み、他資格との棲み分けを明確化して定着を図る。企業内では資格保有者の業
務関与や昇進評価への反映、研修・教育⽀援の充実が必要であり、公共団体では地域間の認
知度差を縮⼩し、活⽤機会を確保する。⾼等教育機関では JABEE 認定などの情報を明確化し、
学⽣の取得意欲を⾼める。組織内で資格の価値を向上させる⽬的がある。 

図表  14. 解決フェーズと改善案の分類 

フェーズ 該当する改善案 

① 事例・ロールモデル周知 

 業界団体と連携した中⼩企業向け広報・セミナーを実施する 

 地域ブロック別に研修・説明会を実施し成功事例を共有する 

 学内オリエンテーション・年次説明会を定期開催する 

 活躍事例を整備・公開する 

 部⾨横断の事例を構築・公開し、成果指標（品質・安全・審査
通過率・コスト縮減）を付与する 

 公式サイト・調達ポータル等で技術⼠活⽤事例・成果を常設公開
する（検索・ダウンロード可能） 
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フェーズ 該当する改善案 

 公募時に「過去の技術⼠参画事例」を付録として提⽰し応募の質
を⾼める 

 学部の HP に技術⼠資格案内ページを常設し、受験要件・技術⼠
補・部⾨⼀覧を明記させる 

 学科の HP に認定状況と技術⼠受験要件との関係を可視化する 

 部⾨別キャリアパス（業界・職務・必要スキル）とロールモデル集を
作成・公開する 

 OB/OG・実務家によるキャリア講義・座談会を定期開催する 

 インターン・現場実習の連携先を拡充し、資格志向の実務体験を
提供する 

 技術⼠補から第⼆次試験までのモデルを提⽰し、就職⽀援で資格
と職務の対応表を配布する 

 シラバス・履修案内に資格関連情報（受験要件への対応科⽬）
を記載する 

② 活⽤施策 

 採⽤情報に「技術⼠歓迎」を明記し認知を促進する 

 求⼈票で技術⼠を歓迎要件として明記する 

 採⽤・公募要項に「技術⼠必須/歓迎」を明記する 

 教員・実務家教員公募要項に技術⼠を加点として明記する 

 標準発注仕様・評価基準に技術⼠を加点・配置要件とする 

 評価項⽬に「技術⼠参画の有無」を加点化し、他の法定資格との
連携を促進する 

 社会連携・地域プロジェクトで資格者の役割と責任を制度化する 

 国・⾃治体の⼊札要件に技術⼠歓迎・加点の事業を増やすことで
企業のインセンティブを強化する 

 国・広域⾃治体がガイドラインを発出し、最低基準（加点・配
置）を設定する 

 社会課題関連事業で技術⼠配置・加点を明記する 

 補助⾦・交付⾦の評価基準に技術⼠参画を加点項⽬として組み
込む 
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フェーズ 該当する改善案 

 港湾・漁港・森林管理・農業⽤⽔・衛⽣・バイオ・宇宙・資源循環
等の特定の分野でパイロット案件を設定し、技術⼠参画を制度化
する 

 産学連携・共同研究で技術⼠参画を評価項⽬化し研究推進費
の配分に反映する 

③ 組織内⽀援・他資格との
役割明確化・取得動機
付け 

 社内の評価制度を⾒直し、実務経験と資格の双⽅を指標化する 

 設計審査、品質保証、規制対応、で資格者の配置・署名を社内
制度化する 

 資格者をプロジェクト技術責任者・品質責任者に任⽤する 

 役割分担（技術⼠＝横断的設計・規格・品質、他資格＝現場
要件）を策定・周知する 

 資格・役割分担を策定し、法定資格は施⼯・計測、技術⼠は計
画・設計審査・品質・リスク・規制対応を担当といった役割のすみ
分けをする 

 昇進・役職要件に資格を⼀部連動させ動機付けをする 

 ⽀援パッケージ（受験料全額補助、学習休暇、就業内学習時
間、合格⼀時⾦、⽉額⼿当、メンター制、模擬⾯接等）を整備す
る 

 

 

5.3 課題解決フェーズにおける広報活動案 

5.3.1 ①事例・ロールモデル周知 

 広報主体：政府・関係省庁、地⽅⾃治体、⽇本技術⼠会、JABEE、⺠間企業等 

 対象：地⽅⾃治体、⺠間企業、⾼等教育機関、学協会、学⽣・資格受験⽣、⼀般 

 広報⼿段：ホームページ、定期配信（メール、YouTube 等の動画配信）、業界誌掲載 

 広報内容：技術⼠関与業務、就職企業、キャリア年表、インターン・現場実習など実務体
験の案内 
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5.3.2 ②活⽤施策 

 広報主体：政府・関係省庁、⽇本技術⼠会 

 対象：政府・関係省庁、地⽅⾃治体、⾼等教育機関 

 広報⼿段：公的な依頼、説明会、チラシ、ポスター 

 広報内容：新たなガイドラインや最低基準（加点・配置要件）案、⼊札・補助⾦・交付
⾦での評価加点の導⼊案、⼤学・教員公募での加点制度案 

5.3.3 ③組織内⽀援・他資格との役割明確化・取得動機付け 

 広報主体：政府・関係省庁、地⽅⾃治体、⽇本技術⼠会、JABEE、⺠間企業、⾼等教
育機関 

 対象：⺠間企業、地⽅⾃治体、採⽤候補者・内定者、学⽣・資格受験⽣ 

 広報⼿段：ホームページ、求⼈票・採⽤パンフレット 

 広報内容：評価制度・昇進要件案、役割分担の明⽂化ガイドライン、技術⼠資格補助
の内容例、取得後の職務・権限拡⼤や報酬への反映例、採⽤条件・求⼈票への技術⼠
記載例 

6 コンテンツ例 

コンテンツ例を検討するにあたり、フェーズにおける広報の対象と広報内容から分類を⾏い、作成
すべきコンテンツ例のパターンを以下とした。No.1、No.3 に関しては広報対象が近くどちらの内容も
確認可能なことで相乗効果を発揮できると考える。そのため同じポータルサイトに集約することが望ま
しい。No.2 に関しては組織への提案になるため独⽴して作成した。 

図表  15. 解決フェーズとコンテンツ例 

N0. フェーズ 対象 広報内容 広報⼿段 

1 事例・ロール
モデル周知 

 地⽅⾃治体 

 ⺠間企業 

 ⾼等教育機関 

 学⽣ 

 資格受験⽣ 

 ⼀般 

技術⼠関与業務、就職企業、
キャリア年表、インターン・現場実
習など実務体験の案内 

ポータルサイ
ト 
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N0. フェーズ 対象 広報内容 広報⼿段 

2 活⽤施策  政府・関係省庁 

 地⽅⾃治体 

新たなガイドラインや最低基準
（加点・配置要件）案、⼊札・
補助⾦・交付⾦での評価加点
の導⼊案 

⽂書 

3 組織内⽀
援・他資格と
の役割明確
化・取得動
機付け 

 地⽅⾃治体 

 ⺠間企業、 

 学⽣ 

 資格受験⽣ 

評価制度・昇進要件案、役割
分担の明⽂化ガイドライン、技術
⼠資格補助の内容例、取得後
の職務・権限拡⼤や報酬への反
映例、採⽤条件・求⼈票への技
術⼠記載例 

ポータルサイ
ト 

 

6.1 No.1・3 事例・ロールモデル周知・組織内⽀援・他資格との役割明確化・取得動機付けにお
けるポータルサイト例 

⽇本技術⼠会は、各部会や各委員会が、事例の共有を含めて独⾃に広報の活動を⾏っている
状況である。 JABEE は⼯学教育に関するプログラムを認定しているが、認定プログラムと技術⼠の
関係が学⽣に認知されていない例もみられる。企業や学⽣、⼀般を対象に認知度向上を⽬的とす
る場合、既存のホームページの情報掲載⽅法では情報が⾒つけにくい状態となっている。記載⽅法
や内容を改善することで、普及促進に資する広報活動が実施可能であると考える。そこで、⺠間企
業、公共団体、⾼等教育機関のほか、資格受験者、学⽣等の技術⼠に⼀定の関⼼があるものが
横断的に情報を確認できるポータルサイトを作成し、各組織が過去に作成した、または今後作成す
るチラシや記事、動画などの技術⼠に関する情報へアクセスできる環境を整備することが有効である
と考える。作成にあたっては、他資格のホームページ18や、既に技術⼠活⽤が進んでいる建設コンサル
タント企業のホームページを参考にした。下記コンテンツ内に記載されているプロジェクト例はイメージで
あり、実際の事例を記載してポータル化することが求められる。まず、各⽬次と広報対象の関係性を
図表 3 で整理、既に実施されているものも含め具体的なコンテンツ内容を記載し、特筆すべきコンテ
ンツについては⽬次の後に別途取りまとめた。 

なお、ポータルサイトの作成主体については明記していないが、掲載内容（⼤分類）に応じて、
⽂科省・⽇本技術⼠会・その他技術⼠の活躍事例を有する⺠間企業等が考えられる。 

 
18 ⽇本栄養⼠会、⽇本公認会計⼠協会、⽇本弁理⼠会 
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図表  16. 各⽬次と広報対象の関係 

⼤分類 中分類 主な内容 主な広報対象 

1. 技術⼠の全体
像 

技術⼠とは 

制度・倫理・専⾨部⾨・総合技術
監理の概要、主な業務、代表的就
職先、必要知識・関連法規、プロジ
ェクトの流れ、実務経験の積み⽅ 

全般 

JABEE 認定 
学修成果と第⼀次試験・技術⼠補
の関係、地域別認定⼤学・⾼専⼀
覧 

全般 

技術⼠会・JABEE ナビ 関連団体の概要 全般 

技術⼠会の紹介 
本部・地区本部・部会の活動と参
加⽅法 

全般 

継続研鑽(CPD) CPD 情報カレンダー、記録⽅法 全般 

倫理・プロフェッショナリ
ズム 

倫理規程、利益相反、名義貸与
防⽌ 

全般 

2. 部⾨・業務領域
別ガイド 

各部⾨ 
対象領域、主な業務、就職先、関
連法規 

公共団体、⺠間企
業、資格受験⽣ 

3 ルール・制度・⽀
援策 

法令・制度 技術⼠法、⼊札・補助⾦評価加点 
公共団体、⺠間企
業 

公的⽀援 ⾦銭的補助、税制、研修費補助 
⺠間企業、資格受
験⽣ 

FAQ 
受験、実務経歴、組織導⼊、名義
貸与防⽌ 

全般 

4. 資格取得とキャ
リア形成ガイド 

受験ガイド 
試験要件、分野選択、対策、経歴
書作成、講習情報 

資格受験⽣、学⽣ 

実務経験 
インターン、現場実習、OJT、外部講
座、出向 

資格受験⽣、学⽣ 
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⼤分類 中分類 主な内容 主な広報対象 

メンター・学習コミュニテ
ィ 

技術⼠会部会、地域本部、オンライ
ン勉強会 

資格受験⽣、学⽣ 

5. 実務体験のご案
内 

学⽣向け 
インターン、現場⾒学、社会実装
PBL 

学⽣ 

若⼿・⼀般向け 
短期研修、⾃治体・企業共同プロ
グラム 

資格受験⽣、⼀般 

メンタリング OB/OG 訪問、現場受⼊先⼀覧 学⽣ 

6. 働く環境とやり
がい 

やりがい 分野横断の共通価値 
資格受験⽣、学⽣、
⼀般 

給与・⼿当 平均レンジ、地域・組織別傾向 
⺠間企業、資格受
験⽣、学⽣、⼀般 

働き⽅ 休暇・残業傾向と留意点 
⺠間企業、資格受
験⽣、学⽣、⼀般 

社内制度 CPD ⽀援、メンター、ジョブローテ 
⺠間企業、資格受
験⽣、学⽣、⼀般 

資格補助 
費⽤補助、休暇、講座⽀援、資格
⼿当、会費補助 

⺠間企業、資格受
験⽣、学⽣、⼀般 

取得後の反映例 権限拡⼤、役職登⽤、報酬反映 
⺠間企業、資格受
験⽣、学⽣、⼀般 

評価制度 ⺠間・公共・⼤学のモデル例 

⺠間企業、公共団
体、⾼等教育機関、
資格受験⽣、学⽣、
⼀般 

役割分担ガイドライン 
技術統括、レビュー責任者、実施担
当、品質管理、承認フロー、利益相
反防⽌ 

⺠間企業、公共団
体、⾼等教育機関 

7. 採⽤・求⼈・⼈
事ひな形集 

採⽤条件 
技術⼠必須／歓迎、専⾨部⾨指
定、⼿当、働き⽅条件 

⺠間企業、公共団
体、⾼等教育機関 
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⼤分類 中分類 主な内容 主な広報対象 

⾯接評価 
技術⼒、倫理、安全、マネジメント、
育成 

⺠間企業、公共団
体、⾼等教育機関 

経歴書テンプレート 技術⼠応募⽤ 採⽤候補者 

社内規程 
評価制度、役割分担表、資格補
助規程、権限・報酬反映規程 

⺠間企業、公共団
体 

8. 事例特集 

組織別活⽤事例 
⺠間企業、公共団体、⼤学の活⽤
例 

⺠間企業、公共団
体、⾼等教育機関 

プロジェクト事例 防災、DX、研究設備更新、再エネ 全般 

キャリアストーリー 
年代・性別・経歴別の転職やキャリ
ア事例 

全般 

9. ダウンロード ひな形 
求⼈票、評価シート、規程、役割分
担表、経歴書 

⺠間企業、採⽤候
補者 

10. イベント・コミュ
ニティ 

相談会・ウェビナー 受験対策、キャリア設計、組織導⼊ 
⺠間企業、公共団
体、⾼等教育機関、
資格受験者 

イベントカレンダー 技術⼠会・JABEE 関連 全般 

コミュニティ案内 地域・オンライン 全般 

 

 

6.1.1 ポータルサイト⽬次例 

※詳細は別紙広報コンテンツ例を参照 

6.1.2 ポータルサイト掲載動画例 

※詳細は別紙広報コンテンツ例を参照 

6.1.3 ポータルサイト掲載キャリア年表例 

※詳細は別紙広報コンテンツ例を参照 
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6.1.4 ポータルサイト掲載テンプレート例（評価・昇進案） 

※詳細は別紙広報コンテンツ例を参照 

6.2 No.2 活⽤施策における政府・関係省庁、地⽅⾃治体向け⽂書例 

別紙（広報コンテンツ例）の内容を踏まえ、対象先に提案することが有効であると考えられる。 

※詳細は別紙広報コンテンツ例を参照。 
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